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はじめに 

 

令和４年中の救急自動車による救急出動件数は約 723万件、救急搬送人員は約 622万

人となり、統計開始以来、過去最多となった。また、現場到着所要時間や病院収容所要

時間は対前年比で延伸しており、個々の救急活動における負担は増大している現状がう

かがえる。今後も、高齢化の進展等による救急需要の増加や、国民の救急業務に求める

ニーズの多様化等により、救急隊の担う役割はより一層大きくなると考えられる。 

このような中、いかにして救急業務を安定的かつ持続的に提供し、救命率の向上を図

るかが近年の救急業務に係る主要な課題となっている。こうした課題に対応するため、

「令和５年度の救急業務のあり方に関する検討会」では、①「マイナンバーカードを活

用した救急業務の全国展開に係る検討」、②「救急需要の適正化等に関する検討」の２

つのテーマについて検討を行った。①では、救急隊が口頭聴取のみならず、マイナンバ

ーカードを活用して、オンライン資格確認等システムから傷病者情報を正確かつ早期に

把握することにより、救急活動の迅速化・円滑化を図る取組について、令和４年度の実

証実験を踏まえ、救急業務にふさわしいシステムの具体的内容やその運用方針等につい

て検討を行った。また、②では、救急搬送の実態も踏まえ、これまで消防庁が進めてき

た緊急度判定体系の検討に引き続き、感染症拡大等による救急ひっ迫時に行う「119番

通報時」及び「救急現場」における緊急度判定に焦点を当てて、課題を整理し対応策に

ついて検討を行った。 

このほか、消防庁が実施した「救急業務に関するフォローアップ」の結果について報

告を受け、検討した。 

今年度も多岐にわたる検討を行い、救急業務のあり方について多くの成果をまとめる

ことができたものと自負しているが、本検討会で提示された検討すべき課題については、

救急業務の更なる発展のため、今後、各地域において具体化に向けた精力的な議論が行

われることが期待される。 

本報告書が有効活用され、救急救命体制の充実・強化の一助となり、我が国の救命率

の一層の向上につながることを期待している。 
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座長 有賀 徹 

  





目次

目的・検討事項・概要 1
　 1 検討会設置の背景と目的 1

　 2 検討事項 2

　 3 各検討事項の概要 4

　 4 委員名簿、開催経緯 7

第 1章　マイナンバーカードを活用した救急業務の全国展開に係る検討 11
　 1 背景・目的 11

　 2 今年度の検討 12

　 3 マイナンバーカードを活用した救急業務に関する動向 14

　 4 システム構築に向けた要件の整理 17

　 5 事業効果等の検証 25

　 6 今後の方向性 33

　 7 まとめ 38

第 2章　救急需要の適正化等に関する検討 39
　 1 背景・目的 39

　 2 緊急度判定体系の基本知識 40

　 3 令和 5年度の検討方針 42

　 4 コロナ禍における救急搬送の実情及び課題 43

　 5 救急隊運用の事例紹介 53

　 6 今後さらに議論が必要な課題 58

　 7 まとめ 62

第 3章　救急業務に関するフォローアップ 63
　 1 救急隊員の職務環境に関する調査・検討 63

　　（ 1）背景・目的等 63

　　（ 2）調査・検討の結果 67

　　（ 3）まとめ（今後の方向性） 82

　 2 救急業務全般に係るフォローアップ 83

　　（ 1）背景・目的 83

　　（ 2）アンケート調査結果 84

　　（ 3）個別訪問 108

　　（ 4）今年度のまとめ 115

　　（ 5） 4年間のまとめ 115



第 4章　救急隊における観察・処置 117
　 1 12誘導心電図の測定プロトコルに係る技術的提案 117

　　（ 1）背景・目的 117

　　（ 2）検討事項 117

＜本報告書記載のアンケート結果に関する集計上の留意点＞

1）回答率（割合（％））は、小数点第 2位を四捨五入して、小数点第 1位までを
表記したため、合計が 100 にならない場合がある。

2）各グラフでは、複数回答形式の設問にのみ、「複数回答」と明記しており、回
答形式が明記されていない設問は単数回答形式の設問となる。

3）複数回答方式の設問では、回答率（割合（％））は回答者総数に対する回答数
の割合を示しており、回答率の合計は 100 にならない。同様に回答数の合計は
回答者総数とは一致しない。



1

目的・検討事項・概要

令和４年中の救急自動車による救急出動件数は 722万 9,572件（前年比 103万 5,991

件増、16.7％増）、救急搬送人員は 621万 7,283人（前年比 72万 5,539人増、13.2％

増）となり、前年と比較して増加した。また、病院収容所要時間（119番通報を受け

てから医師に引き継ぐまでに要した時間）は、全国平均で 47.2分（前年比 4.4分増）

となり、10年前と比べ、8.5分延伸している。

高齢化の進展等による救急需要の増加や、国民の救急業務に求めるニーズの多様化

等への対応を踏まえ、救急業務のあり方について、必要な研究・検討を行い、救急業

務を取り巻く諸課題に対応することを目的として、「救急業務のあり方に関する検討

会」（座長：有賀 徹 独立行政法人 労働者健康安全機構理事長）を設置し、計３回開

催した。

令和５年度救急業務のあり方に関する検討会 検討事項
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本検討会 は、 の に 検討 まとめ 、また消防庁におけ

る に けた

ナンバー ー 用 た救急 務の 国 開に係る検討

・ ・

・ 年度の検討

・ ナンバー ー 用 た救急 務に る 向

・ 構 に向けた要 の整理

・事 果等の検

・ の方向

・まとめ

救急需要の 正 等に る検討

  ・ ・

・緊急度判定 系の基本知

・令和５年度の検討方針

・コロナ禍における救急 の実 課題

・救急 運用の事例紹介

・ に議 要な課題

・まとめ

救急 務に る ロー プ（実施 ）

  救急 の 務 に る調査・検討

  ・ ・ 等

  ・調査・検討の結果

  ・まとめ（ の方向 ）

  救急 務 に係る ロー プ

  ・ ・

  ・ ン ー 調査結果

  ・

  ・まとめ

救急 における ・

  12 の 定プロ コルに係る

  ・ ・

・検討事
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なお、 の に係る検討 ま 、 国の都 県消防防災主管部局、

都 県 生主管部局、消防本部、都 県 ルコン ロール 議会（ 都

県 MC 議会 と ） 地域 ルコン ロール 議会（ 地域 MC

議会 と ）に対 ン ー に る実態調査 った

対 救急救命 の整 ・ 実に る調査 調査

ン ー
都 県

消防防災主管部局

都 県

生主管部局
消防本部

救急 センター事 （ 7119）の 進 ○ ○ ○

病 の 病 の の実施に

る基
○ ○

院 ン ○ ○

ICT ○ ○

国人対 ○ ○

ルコン ロール の構 ○ ○

生主管部局との ○

消防防災主管部局との ○

救急ワー ー ン ○

・ の事 検 ○

AED 係 ○

急 当の 発 ○

緊急度判定 系の のための ○

中・ に対 る対 ○

救急 ○

感染症 ○ ○

対 ルコン ロール 等の実態に る調査 調査

ン ー
都 県

MC 議会

地域

MC 議会
消防本部

ルコン ロール 係 ○ ○

事 検 ○ ○

用 た PDCAの ○ ○

救命 ○ ○ ○

救急救命 の 教 ○ ○ ○

令 等への救急に係る教 ・研 ○ ○

病 の に った救急 における

生の実施
○ ○ ○
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状の救急 における 病 の は、主に に る 、

医療機 定に 要な や た医療機 な の 、症状に

病 本人 る な と また、 病 本人 や

た医療機 等 る とや、 等の 係 病 の

な と 、救急 病 の医療 等 正 期に

るに た 、課題となっ る

一方 、令和３年 10 月 ナンバー ー 健 保 と 用 る

と と る オン ン の本 運用 開 、令和５年４月

原 務 るな 、 国の医療機 等にお は、オン ン

等 用 、 セプ に基 の医療 等 医師等

る 構 る

た状況 ま 、救急 にお 、救急 病 の ナンバー

ー 用 、オン ン 等 病 の医療 等 正

期に る と 、救急 務の や に ると る

と 、令和４年度にお は、消防本部等の 実 実 、 の

結果 る 果等に 検 、 な本 運用 課題等

整理 たと る

の と 、令和５年度は、 ナンバー ー 用 た救急 務の

構 に係る課題等の に向けた検討 、救急 救急 果 に

用 る と る 、 の な要 や運用方針等に 整理

る とと た

高 等に 救急需要は 大の一 る中、医療機 の

状況にな 、 院 の急 期 の医療 等 担 施 への 院 院

（ る医療の 題 ）に 課題 る と

る

た社会 る中、総務省消防庁 は 17 年度に 救急需要対策

に る検討会 立 、救急需要対策に な議 開 た

新たな に立った対策の一 に た 緊急度判定 系 は、緊急 の高

病 実に 定 、 に な医療機 へ る と と 構

進 、 な社会 ー 等に ける機 期 る の る

に、救急 センター事 （ 7119）の 国 開、救急 用 ルの

等に 救急 の 時・ な 用（ 正 用） 推進 た

、新 コロナ ル 感染症の は、消防機 、医療機 、保健所

等の 係機 め 務はひっ迫 、特に、本 は救急 の社会 に る
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高 等に 救急需要は 大の一 る中、医療機 の

状況にな 、 院 の急 期 の医療 等 担 施 への 院 院

（ る医療の 題 ）に 課題 る と

る

た社会 る中、総務省消防庁 は 17 年度に 救急需要対策

に る検討会 立 、救急需要対策に な議 開 た

新たな に立った対策の一 に た 緊急度判定 系 は、緊急 の高

病 実に 定 、 に な医療機 へ る と と 構

進 、 な社会 ー 等に ける機 期 る の る

に、救急 センター事 （ 7119）の 国 開、救急 用 ルの

等に 救急 の 時・ な 用（ 正 用） 推進 た

、新 コロナ ル 感染症の は、消防機 、医療機 、保健所

等の 係機 め 務はひっ迫 、特に、本 は救急 の社会 に る

対 ま 症の新 コロナ や 緊急・ 緊急の 病 に る 119

急 た 緊急・ 緊急ま 実に 定 る 、 緊急・ 緊急に対

る救急 の 十 る と 国 な実 と 明 と

なるとと に、消防 の社会 （ 、 、 係機 と

の 等） 実 る 要 ま に高まっ る

の 題 ま 、救急需要の 正 等に る検討に たっ は、救

急需要の 策、 医療機 の 、 緊急度判

定に る ー の 、 には国 理 の 進な 社会基 の整 に

、総 に検討 る 要 る

の と 、ま は本年度、新 コロナ ル の感染 大に る救

急ひっ迫時に た対 に 当 検討 った

①救急 の 務 に る調査・検討

29年度救急 務の 方に る検討会 にお 、救急 の 正

な労務管理方策に 検討 、 救急 の 正な労務管理の推進に

（ 知）（ 30 年３月 30 日 け消防救第 56 消防庁救急 画室長

知）（ 30年消防庁 知 と ） 発 た

救急 数 、救急 １ た の 時 るな 、救

急 務は 状況に る

た中、 高 の進 、 、感染症の 等に 、救急

需要の 大 るため、救急 務の の 等の 、

救急 の 務 の一 の整 要となっ る

、救急 務に る ロー プの一 と 、救急 の 務

に る調査・検討 実施 るため、 都 県 １消防本部 （計 47

消防本部）の実務担当 集めた 会 、 ン ー 調査 対 会

議に る 等 った

②救急 務 に係る ロー プ

救急 務に る 状況に は、地域に っ 生 た と

、 29年度 救急 務に る ロー プ 開 、３年 け

国 47都 県 一 た

の 、令和 年度救急 務の 方に る検討会 における

ま 、 なる プと 、 地域の課題への対 策に た

ー 要 、また、 消防本部における課題や 進事例 共有 る と

に 、 課題 るための施策に な る ン 、 国 な救

急 務の 一 の ル プ る と ると る 、
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の と と 、令和２年度 ４年 け 、 国 47都 県の ロ

ー プ 実施 る とと た

年度の は、14 県 41 消防本部 の実施とな 、 一定の

果 る と た 次年度 、本事 の

ロー プ 実施

令和 年度、日本 学会 、救急 務にお 病 る 病

に対 る 、12 定 る と ま 対 、 ルコ

ン ロール 等に 、 令和 年度救急 務の 方に る検

討会 にお 検討 、 国消防本部へ 知 発 た

令和４年度、日本 学会 日本 救急医学会 、救急 務にお

に 12 の 定 る の、 の 定の対 や 順、 事 等

に 、 の の 一 、 に救急 の実 に 整理 た

のと 、消防庁に対 な た

令和５年度は、 に 、 国消防本部へ周知 るに たっ の検

討 った
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１ 検討

「令和５年 救急・救 の 況」によると、令和 年中の救急 動件 は 722

9,572件であり、前年と べ 103 5,991件増加し、集 開 、

となった。また、病院収 は全国 47.2 であり、前年と べ 4.4

している。今後も、高齢化の進展等による救急 要の増加や、国 の救急業務

に める ー の 化等により、救急隊の担う役割はより一層 きくなると考

えられ、より 的な救急活動の実 が められている。

状の救急活動における傷病者の情報 取は、 に口 にて れているが、

医療機関 定に必要な や受 した医療機関 などの情報を、 状に し

傷病者本人から 取 るを得ないことも い。また、傷病者本人が や受

した医療機関 等を していることや、 等の関係者が傷病者の情報を

していないこともあり、救急隊が傷病者の医療情報等を 確かつ に す

るにあたり、 となっている。

一方で、令和 年 10 よりマイナンバーカードを 証として 用するこ

とを 能とする「 ン イン 確 」の本 運用が開 され、令和５年 よ

り 導入が 務化されるなど、全国の医療機関等においては、 ン イン

確 等システムを活用して、 セ 情報に く 者の医療情報等を医 等が

閲覧できる仕組みが構築されている。

こうした状況を まえ、救急 においても、救急隊が傷病者のマイナンバー

カードを活用し、 ン イン 確 等システムから傷病者の医療情報等を 確

かつ に することで、救急業務の迅速化や円滑化に すると考えられるこ

とから、令和 年度においては、消防本部等の を得て実証実 を い、 の

から得られる 等について検証し、 的な本 運用を えて 等を

整 してきたところである。

このことから、令和５年度は、マイナンバーカードを活用した救急業務のシス

テム構築に係る 等の に向けた検討を い、救急隊が救急 で 的に

活用することができるよう、システムの具体的な要件や運用方 等について整

した。
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救急業務において救急隊が傷病者のマイナンバーカードを活用し、救急隊の

用 などを用いて、「 ン イン 確 等システム」から傷病者の医療情報

等を閲覧することで、より迅速・円滑な救急活動が全国で 能となる環境を整備

するため、システム構築に向けた検討を う必要があることから、令和 年度に

き続き、 ーキン ー を することとした。

本 ーキン ー の構成は、 に救急医療、マイナンバー 度、

の 者、令和 年度の実証実 実 消防本部を委員とし、 、

会 療報 、 、総務 等の関係機関が ーバーとし

て参加した 図 。

図表１－１

マイナンバーカードを活用した救急業務の全国展開に係る検討 ーキン ー

開 令和５年 26

令和６年 31

検討 目 システム構築に係る要件等の整

・システム

・閲覧 の

・ 取得

・

・ カ ン 者の

・救急隊の閲覧用

・カードリー ー

・閲覧 セスと画

・閲覧する医療情報等

事業 等の検証について

・ ン ー 調査 全国の消防本部

・ リン 調査 令和 年度実証実 実 消防本部

対 方 について

・セキュリティ対策

・運用 等

令和 年度の実証実 の 、救急隊がマイナンバーカードを活用し、傷病者

の医療情報等を閲覧することは、 に高齢者、 等の がいのある人、 、

通困難者等の情報 に困難を う傷病者 の対 において、傷病者の

担 、 確な情報取得、傷病者の病 などの から一定の を確 す

ることができた。一方で、マイナンバーカードを活用して情報を確 した事 に
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おける の が、通 の救急活動における に べて

しており、運用方 等の や機 の 等を う必要があること、実証実
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が された。

上を まえ、これらの を し、 の全国展開を目指すため、令和

５年度はマイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化に向けたシス
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救急業務において救急隊が傷病者のマイナンバーカードを活用し、救急隊の
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するため、システム構築に向けた検討を う必要があることから、令和 年度に

き続き、 ーキン ー を することとした。

本 ーキン ー の構成は、 に救急医療、マイナンバー 度、

の 者、令和 年度の実証実 実 消防本部を委員とし、 、

会 療報 、 、総務 等の関係機関が ーバーとし

て参加した 図 。
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の医療情報等を閲覧することは、 に高齢者、 等の がいのある人、 、

通困難者等の情報 に困難を う傷病者 の対 において、傷病者の

担 、 確な情報取得、傷病者の病 などの から一定の を確 す

ることができた。一方で、マイナンバーカードを活用して情報を確 した事 に
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骨 の方 2023 では、 会の ス ー としてのマイナンバーカー

ドについて、 が一 となって 度の 全と の確 に めるとともに、

全国 に き たりつつある状況を まえ、今後は な での 活用

シーンの など、マイナンバーカードの 性・機能向上、円滑に取得できる

環境の整備に取り組 こととされている。また、重 画等 では、「マイ

ナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化について、令和 年度 2022

年度 の実証実 を まえ、令和６年度 2024年度 までを目 に全国展

開を目指す。」こととしている。

「 会の実 に向けた重 画」 令和５年６ 議 定

「 合イ ーシ ン 」 令和５年６ 議 定

「医療 DXの 進に関する 」令和５年６ 医療 DX 進本部 定

は、マイナンバーの けに りのある事 が していることを

まえ、 を中心として、関係 と して 全体で総 検と 防

を に 進するため、令和５年６ 21 にマイナンバー情報総 検本部を

した。令和６年 16 に ６ が開 され、本人確 作業及び全ての

ー の 検が したこと、 け りの な や の 防 策についての

報 がなされた。

マイナンバーカードの は令和６年 で 9,765 、

証としての 用 は 7,206 となっており、令和 年度実証実 と

べると は 1.5 、 証としての 用 は 2.5 となっ

ている。
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ン イン 確 等システムとは、マイナンバーカードの IC または

証の 等により、本人から を取得した上で、 者が加入して

いる の 情報、 療・ 情報、 定 等情報を医療機関・ で

確 することが 能なシステムである。通 において、医療情報を確 するた

めには、本人がマイナンバーカードによる本人確 を った上で した 合に

られるが、 においては、 として、マイナンバーカードによる本

人確 ができなくても、医療情報の確 が 能である マイナンバーカードを

参していない 合でも、 、 年 、性 、 等で本人確 を うことで

参 能となる。。

なお、 状においては、 ン イン 確 及び医療情報等の確 ー ス

用者は本 ー スの を受ける医療機関等に られており、消防機関は まれ

ていない 図 。
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証としての 用 は 7,206 となっており、令和 年度実証実 と

べると は 1.5 、 証としての 用 は 2.5 となっ

ている。
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では、病院において、 者の ・ 体の 護のために必要な 合、

マイナンバーカード は 情報 前、 年 、性 、 等 による検 に

より本人確 を うことによって、 者の 取得が困難な 合でも、 セ

情報に く医療情報等が閲覧できる救急 医療情報閲覧を検討している。この

救急 医療情報閲覧では、 の ン イン 確 等システムで通 示 能

な 療・ 情報等に加え、 者の 本情報・医療情報等が集 された救急用

マリーの閲覧が 能となるため、救急 において、 等の 取得困難な

者に対しても、 情報や手術情報等の セ に く医療情報を閲覧し、

迅速かつ適切な検査・ 療等に活用できるというもので、令和６年 10 の運用

開 が予定されている 図 、図 。

図表１－

図表１



1716

令和５年度は、 や 会 療報 等の関係機関とシステ

ムの要件等について 議を重 てきた。 の 、一定の要件について方向性が

定まったため、「救急隊員が傷病者の医療情報等を閲覧する仕組みの骨子」を作成

し、 本的事 について整 した 図 ５ 。なお、各要件の検討 につい
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図表１－ が
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も まえ検討を ったところ、 ン イン 確 等システムの活用と し

て、 医療情報 ー や 規 を構築する 合は、 用性や

性が くなると想定されることから、システム は ン イン 確 等シス

テムを活用することとした。

ン イン 確 等システムに 続して、傷病者の 確 や医療情報等を

閲覧する リ 下「 ン Web画 」という。 については、 会

療報 が している。救急隊が救急 で ン イン 確 等シス

テムに 続する方 としては、 リの機能を して、救急隊用の閲覧画

を作成する方 とした 図 ６ 。
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な 療・ 情報等に加え、 者の 本情報・医療情報等が集 された救急用

マリーの閲覧が 能となるため、救急 において、 等の 取得困難な

者に対しても、 情報や手術情報等の セ に く医療情報を閲覧し、

迅速かつ適切な検査・ 療等に活用できるというもので、令和６年 10 の運用

開 が予定されている 図 、図 。
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図表１－

の ン イン 確 等システムの 用規 では、 ー ス 用者を

方 は 方 の指定を受けた病院、 療 及び に 定し

ているため、救急業務で ン イン 確 等システムを 用するためには、

用規 の を す必要がある。

医療 等に活用することを目的として医療情報等を している ン

イン 確 等システムの 用規 に みると、傷病者を適切な医療機関に

することを目的として、救急隊が システムから傷病者の医療情報等を閲

覧することは 性があり、消防本部を ー ス 用者とすることは、 ン

イン 確 等システムの 用目的に しないと考えられる。

医療情報システムの 全 に関する イド インでは、「医療情報システ

ムの 用に際して、情報の 、重要性と 用 に じて、組 における

用者や 用者 ー とに 用 を規定する必要があり、ここで重要なこ

とは、 する 用 を必要 にすること。」とされている。

これに き、 の ン イン 確 等システムでは、 全に閲覧する

ための仕組みとして、 者等による閲覧・取得の規 を けている。具体的

には、医 、 医 、 の の機関の によって閲覧 を され

た者に 定している。令和 年度の実証実 においては、 の として、

用者を救急救 に して ったところであるが、実 後の ン ー の

、消防本部からは「救急救 を 救急隊員」に閲覧 を して

しいとの があり、検討を った。

救急業務に 事する救急隊員については、消防 令 44 ５ 、消防

規 51 及び 51 の において、救急業務に関する で、総務

令で定めるものの 消防 の救急 250 上 を した者の

か、 者と 等 上の を する者として、医 、 護 や救急救
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等に する消防 員と規定されている。また、救急 で う には、救

急隊員が う の一部として、 等の情報 取に係る が まれてい

る。つまり、救急隊員についても、「救急業務に関する で、総務 令で定め

るものの を した者」という 令に定める一定の 件を たした者であ

り、 者に閲覧 を し、 の を に防 する、という

は リ できるものと考えられる。

また、救急活動においては救急隊 が中心となり、救急隊員 が して

活動しているが、必 しも救急隊 が救急救 という ではない。傷病者の

情報収集についても必 救急救 が う ではなく、救急隊員が に

し、傷病者の医療情報等を しながら、傷病者の 、 、医療機関 定

等に対 している。このことからも、救急活動においては、救急隊員全員が医

療情報等を閲覧できることが ましく、「救急救 を 救急隊員」に閲覧

を する方 とした。
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については書 等による としていたが、傷病者にとって 担となることか

ら、口 による 取得が 能かについても検討を った。
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ととするが、口 を 能とし、 のない傷病者など、 取得が困難な

合においても、本人 なしで閲覧するものとする方 で整 した 図 。

図表１－
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医療情報システムの 全 に関する イド インでは、 用者の ・ 証

について、医療情報システム の セスを な 用者のみに 定するために、

医療情報システムは 用者の ・ 証を う機能を たなけれ ならないとさ

れている。

ン イン 確 等システムは、「医療情報システムの 全 に関する

イド イン」に するにあたり、 セス等に対する技術的な 全対策と

して、 用者の 用状況 用 等 の を している。消防本部におい

ても、このシステム の に加え、 ン Web画 の カ ン

機能として されている 機能を活用し、 を う方 とした。

なお、医療情報システムの 全を確 するためには、技術的な対策のみで全て

の に対 することは困難であり、組 的な運用による対策を総合的に組み合

る必要がある。救急活動においては、各消防本部の規 等に く救急活動

等により、運用的な対策を て じる必要がある。

ン イン 確 等システム 用規 では、 カ ン について、 ら

の により、本システム用マス カ ン 、本システム用 カ ン 及

び本システム用 子証 書を 用されないよう することとされている。

システムを する は、 事の 、調査、 として バナンスが

く組 での が ましいことから、救急隊員が閲覧するシステムの カ

ン については、消防本部 とにマス カ ン を することとし、

用者 とに カ ン を 定することで、 用者の セス状況を する方

とした 図 。

図表１－
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ン イン 確 等システムから傷病者の医療情報等を閲覧するに際し、

ン Web画 を して活用する 合、 ン Web画 を 用できる OS

が 定的となっているため、各消防本部が本システムを導入するにあたり、 規

の 備が必要となる。一方で、 OS であれ ー 対 となるため、

のセキュリティ の適 や、 リ ーシ ン の更 等は医療

情報 等実 機関にて実 されるため、セキュリティ での は きい。

要 人情報である傷病者の医療情報等を う本システムにおいては、セキュ

リティ対策は非 に重要な であることから、救急隊閲覧用 については、

ン Web 画 を 用できる OS が されている とする方

とした。

なお、 ン イン 確 等システムを 状 用できる実 機関は医療機関等

に 定されていることから、 の閲覧用 の仕 は ー PC 及び ス

PCを想定したものとなっている。救急隊が ン Web画 を活用して

ン イン 確 等システムから傷病者の医療情報を閲覧するにあたっては、

を 用することとなるため、 において、 で医療

情報を閲覧する 合の 等は、今後も継続して検討する必要がある。

令和 年度の実証実 は、 用カードリー ー及び 証 カードリー ーを

用いて った。各カードリー ーの本人確 方 等については図 10 のと

おりである。実証実 実 後に各消防本部 の リン 調査を実 した 、

参加した全ての消防本部において 用カードリー ーの方が 用しやすいとの

があった。 として、 証 カードリー ーと い、 の必要が

いため での 用も 能なこと、救急隊員がマイナンバーカードの

と が一 していることを目 で確 するため、傷病者の 作が 要であり、傷

病者の 担 に がることなどであった。

一方で、 取得に関しては、 用カードリー ーの 合は、情報閲覧に係る

本人 を書 により取得していたため、傷病者に による を めていた

が、 証 カードリー ーであれ 本人確 から 取得までの一 の 作を

カードリー ー で 子的に することができるため、 証 カードリー

ーの方が れていた。

しかし、システム運用後の 取得については口 とする方 であること

から、書 による 取得は 要となる。また、救急業務では、救急 におけ

る での活用が想定されることからも、カードリー ーについては、 用カー

ドリー ーに 一して活用することとした 図 。
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医療情報システムは 用者の ・ 証を う機能を たなけれ ならないとさ

れている。

ン イン 確 等システムは、「医療情報システムの 全 に関する

イド イン」に するにあたり、 セス等に対する技術的な 全対策と

して、 用者の 用状況 用 等 の を している。消防本部におい

ても、このシステム の に加え、 ン Web画 の カ ン

機能として されている 機能を活用し、 を う方 とした。

なお、医療情報システムの 全を確 するためには、技術的な対策のみで全て

の に対 することは困難であり、組 的な運用による対策を総合的に組み合

る必要がある。救急活動においては、各消防本部の規 等に く救急活動

等により、運用的な対策を て じる必要がある。

ン イン 確 等システム 用規 では、 カ ン について、 ら

の により、本システム用マス カ ン 、本システム用 カ ン 及

び本システム用 子証 書を 用されないよう することとされている。

システムを する は、 事の 、調査、 として バナンスが

く組 での が ましいことから、救急隊員が閲覧するシステムの カ

ン については、消防本部 とにマス カ ン を することとし、

用者 とに カ ン を 定することで、 用者の セス状況を する方

とした 図 。

図表１－
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図表１－

令和 年度実証実 の実 本部に対する リン 調査の によると、閲覧

セスの を 89.8 の救急隊員が していた。救急活動では 急に

する必要がある傷病者を医療機関に迅速に する必要があることから、情報閲

覧にあっては かつ迅速に閲覧できるよう する必要がある。

の医 等が ン イン 確 等システムから医療情報等を閲覧する仕

組みは、医療機関等で活用されているが、これは 確 を用いて受 等で

確 を い、医 が で PC 等を用いて医療情報等を閲覧するというス

キームであるため、 れ れの において、 ス ード等による イン 作

を実 する必要がある。医療機関等においては、 確 を う者と医療情報を

閲覧する者が なることが想定されるため、このようなスキームになっている。

しかし、救急活動においては、救急隊員が 確 を い、 のまま医療情報

等を閲覧するため、 確 を う者と医療情報を閲覧する者は 一である。

って、救急隊用に する ン Web画 の閲覧 セスにおいては、

確 から医療情報閲覧までが一 のスキームで実 できるような画 が

ましい。

また、 の仕組みは ス PC 等で 用することを想定された画

となっているため、 による 作には ない画

となっている。このため、 ン Web画 における救急隊用の画 について

は、 イ を調整し、 ンを きくするなど、救急隊が で

作がしやすいように画 を調整する方向で検討を進めている 図

10 。
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図表１－10

閲覧する医療情報等について、令和 年度実証実 の ン ー 調査では、消

防本部において 性がある情報は「 」、「 療情報」、「 情報」という

であった。医療機関においては、「 」や「 情報」は 後の 療

に 用性が高いという が かった。また、医療機関が傷病者の受入れ に

じている として、救急隊 とに される情報 や に があること、情

報 取に がかかること、実際の 等と 取した が うことがあるこ

となどが られた。このような の を図るためは、救急隊からの情報

や が なく 一であり、医療機関が する情報と 一であることが

められる。これらの を まえ、救急隊が める情報をより迅速に確 できる

よう、閲覧画 の構成等の検討を進めてきたところである。
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運用が開 予定とされている救急 医療情報閲覧では、 の ン イン 確
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情報等が集 された救急用 マリーの閲覧が 能となる。救急 において、救急

用 マリーを閲覧することによって、 等の 取得困難な 者に対して、

情報や手術情報等の セ に く医療情報を閲覧し、迅速かつ適切な検

査・ 療等に活用できるようになる 図 11 。

この救急用 マリーは、救急 に医 が める医療情報等が集 されたもので

あるため、救急隊が の情報を閲覧することで、情報 や が なく

一で、 一された医療情報等を医 に することが 能となることから、救急

用 マリーを閲覧できるようにする方 とすることとした。
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確 から医療情報閲覧までが一 のスキームで実 できるような画 が

ましい。

また、 の仕組みは ス PC 等で 用することを想定された画

となっているため、 による 作には ない画

となっている。このため、 ン Web画 における救急隊用の画 について

は、 イ を調整し、 ンを きくするなど、救急隊が で

作がしやすいように画 を調整する方向で検討を進めている 図
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図表１－11 表
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年、総務 消防 では、全国の消防本部等に対して「救急救 体 の整備・

実に関する調査」及び「 ィカ ン ー 体 等の実 に関する調査」

を っており、 の中で、ICTの活用についても調査を実 した。マイナンバー

カードを活用した救急業務に関係する な について、下 に し報 する。

救急業務において必要な傷病者情報を確 する 合、 では どの事 で

傷病者本人や 等関係者から 取するか、 証、 証及びお 手 等の

から確 していることが かった。また、救急医療情報キ など、傷

病者情報が集 されたものがある 合は活用している状況がうかがえた 図

12 。

図表１－12
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の医療情報 ー 等 の か

ら確 (n=83)

の の手 で確 (n=34)

図表１－11 表
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課題

傷病者本人や 等関係者から 取をする 合、救急活動における情報収集

の として、高齢者など情報 が困難な人の 取に を要することや、

傷病者本人や 等関係者が情報を していることが い。また、 状に

し 本人からの 取は、傷病者本人にとって 体的・ 的にも 担となると

の も かった 図 13 。 ン イン 確 等システムから傷病者情

報を閲覧することが 能となれ 、 セ 情報に く 確な情報を取得す

ることで、情報収集に係る の が図れる か、傷病者はマイナンバーカ

ードを 示するのみとなることから、傷病者 の 体的・ 的 担の

にもつながるものと考えられる。

図表１－13 課題
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要す(n=706)

傷病者本人や 等関係者が情報を してい

る は っていない ことがある(n=649)

情報 となる ー が く集 が困難(n=60)

状に し 本人からの 取は 体的・ 的

担となる(n=566)

口 取に イバシー が必要(n=264)

の (n=12)

はない(n=4)
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傷病者情報が確 できないことで医療機関 定に することがあると

した消防本部が くあった。 の としては、 等関係者 の 先が

からなかったという に いで、受 やかかりつけ医療機関、 病、

情報が からなかったからという も かった 図 14、図 15 。

図表１－14 が な
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図表１－15
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の も かった 図 13 。 ン イン 確 等システムから傷病者情

報を閲覧することが 能となれ 、 セ 情報に く 確な情報を取得す

ることで、情報収集に係る の が図れる か、傷病者はマイナンバーカ

ードを 示するのみとなることから、傷病者 の 体的・ 的 担の

にもつながるものと考えられる。
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が

等による「傷病者の 療情報等が閲覧できる機能」が実 さ

れた 合の、導入 についての調査では、「 極的に導入したい」が 20.8 、

「ど らかといえ 導入したい」が 41.4 であった。一方、「ど らでも構

ない」、「 ではあまり導入したくない」、「 では導入したくない」と

している消防本部も 割を占めた。導入に消極的な としては、予

が確 できない、 加の 導入による の 担の増加、救急活動 の

の 、セキュリティ上のリス の など であった 図 16、図

17 。

図表１－16 が

図表１－17 な
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ン イン 確 等システムから傷病者の医療情報等を確 する方 は、

傷病者のマイナンバーカードをカードリー ーで み取る方 と、傷病者の

情報 前、 年 、性 、 を検 することにより取得する方 があ

る。救急業務においては、傷病者のマイナンバーカードをカードリー ーで

み取る方 を想定しており、 割の消防本部が できると している

図 18 。

図表１－18

傷病者のマイナンバーカードをカードリー ーで み取ることは でき

ると した消防本部に対する調査では、 と どの消防本部が救急活動に

のないようにすることを でおり、 くの消防本部が に

されている方が いとの であった 図 19 。

図表１－19
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マイナンバーカードを活用した救急業務のシステム構築にあたり、救急隊が活

用しやすい業務スキームや、 ン イン 確 等システムから取得できる医療

情報等の 用性について調査するとともに、 的な ー を りするため、

令和 年度実証実 実 消防本部のう 、 消防本部に対する 調査 リ

ン 調査 を実 した 図 20 。 な については 下のとおり。

図表１－20

・ 確な受 の は 先医療 の につながる。

・傷病者が高齢者の 合、 確な情報が できない ースが いため、 確

な医療情報等が できることは、病 や 先医療機関の 定にかか

る の につながる。

・どのような をたどって今に っているかが かることで、傷病者の病

につながり、 先医療機関 の がスムー になる。

・ した医療機関 がいくつもある 合、口 による 取では しい情報が

得られないこともあるため、 しい医療機関 が かることは非 に重要で

ある。

・救急用 マリーとして医療情報等が集 されていることは、医療機関 定に

おいて重要である。

・傷病者本人、 等関係者から 確な情報が 取できる 合は、 のお

手 等による運用の方が い。

・より くの情報が取得できることによって、 に医療機関 が必要

な情報を える で情報を めてきた 合、 が する

がある。

・ 定 情報はあまり参考にしなかった。
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・目 確 を な確 手 とすることは ない。

・ 用カードリー ーの方が いやすかった。

・ 証カードリー ーは業務 ーが であり、 により 証 が く、

情報閲覧を める ースがあった。

・ 証 入 の機能は手 としてあった方がよい。

・ 作手順が い。また、 ンが さく 作しにくい。

・指令セン ーで 確 を うなど、 確 を に う方が業務 ー

に合っている。

・ に際して、 等 員も 人の に められるのであれ 、運

用を いやすい。

・ 者などの 合も 取得 要にできると運用を いやすい。

・救急隊が収集した情報を全て医療機関とシステム上で できると、

の につながる。

・医療情報等閲覧と 業務システムは、 に 作することもあり、

は けた方が運用しやすい 合もある。

・ の 先を取得したい。 いことによって、受入が される 合もあ

る。

マイナンバーカードを活用した救急業務のシステム構築にあたり、救急隊が活

用しやすい業務スキームや、 ン イン 確 等システムから取得できる医療

情報等の 用性について調査するとともに、 的な ー を りするため、

令和 年度実証実 実 消防本部のう 、 消防本部に対する 調査 リ

ン 調査 を実 した 図 20 。 な については 下のとおり。

図表１－20

・ 確な受 の は 先医療 の につながる。

・傷病者が高齢者の 合、 確な情報が できない ースが いため、 確

な医療情報等が できることは、病 や 先医療機関の 定にかか

る の につながる。

・どのような をたどって今に っているかが かることで、傷病者の病

につながり、 先医療機関 の がスムー になる。

・ した医療機関 がいくつもある 合、口 による 取では しい情報が

得られないこともあるため、 しい医療機関 が かることは非 に重要で

ある。

・救急用 マリーとして医療情報等が集 されていることは、医療機関 定に

おいて重要である。

・傷病者本人、 等関係者から 確な情報が 取できる 合は、 のお

手 等による運用の方が い。

・より くの情報が取得できることによって、 に医療機関 が必要

な情報を える で情報を めてきた 合、 が する

がある。

・ 定 情報はあまり参考にしなかった。
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ン ー 調査及び リン 調査では、救急業務における医療情報等の

化による救急隊員 の事業 として、 確な情報の取得、救急活動の円滑

化・ 化、医療機関 定等の など、令和 年度実証実 の から想定し

ていた事業 が めて確 できた。一方で、 定 情報の 用性については

確 できなかった 図 21 。

また、集 された 確な医療情報等を できることで、情報 取 の

につながるとの があるものの、 作手順の さや機 の 作性が いこと等

により、 として の にはつながらなかった。

今年度検討してきたシステム要件等の整 により、システム実 には 作性

に係る は されることから、救急活動 の も できると考え

る。しかし、 検討している にも、 の救急隊が める要 は

であり、令和６年度に全国的に実 する実証事業の も まえつつ、今後も救

急隊が活用しやすいシステムの構築に向けて、消防本部の も いながら検討

を進めていく必要がある。

図表１－21
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令和６年度は、救急隊が傷病者のマイナンバーカードを活用し、 ン イン

確 等システムを して医療情報等を閲覧できるシステムの構築に向け、全国

の い消防本部の参画を得て、令和 年度の実証実 で らかになった や

を した実証を う。

令和 年度の実証実 においては、心 などの 急度が高く一 を うよ

うな事 では、 に医療機関 することを 先とする必要があり、医療

機関 する 中に情報閲覧を う方が傷病者にとっては な活動である

との があった。また、前 した リン 調査においては、マイナンバーカ

ードの と本人 の取得については、指令セン ーで通報受 に確 した

方がよいとの もあった。このことから、令和６年度に う実証事業において

は、各消防本部が本システムを 的に活用できるよう運用要 を示すた

め、 ース ースを し、活動 ー図を作成するなど、運用の細部について

検討を進めていく。

また、令和５年度に検討したシステムの要件等を まえ、システム実 後を想

定したシ ュ ーシ ン を い、情報 取に係る の や、システムの

用性等について検証を う。

なお、実証事業参加消防本部は し、 された 用 及び 性など

を総合的に した上で 定する。

令和６年５ 中 から各消防本部あたり 度で実 予定

47消防本部 度 500隊 度

令和 年度の実証実 の手順を 本とするが、システムの 用者については

救急救 から救急隊員に して実 する。また、 であった の取得

方 については書 等によら 口 とし、 がない傷病者など、 取

得が困難な 合においても、本人の なしで医療情報等を閲覧 能とするな

ど、 において 能な で実 手順の しを図ることとした。

ま 、 後、救急隊 は実証事業の実 を する。傷病者の状

等を確 した 、実 が困難であると した 合は、 ン イン 確

等システムに セスすることなく、通 どおりの方 で 定を う。

に、救急隊 が実 能と した 合、傷病者等にマイナンバーカード

の 及び 証 用 の を確 する。 の上で、 用カードリー

ン ー 調査及び リン 調査では、救急業務における医療情報等の

化による救急隊員 の事業 として、 確な情報の取得、救急活動の円滑

化・ 化、医療機関 定等の など、令和 年度実証実 の から想定し

ていた事業 が めて確 できた。一方で、 定 情報の 用性については

確 できなかった 図 21 。

また、集 された 確な医療情報等を できることで、情報 取 の

につながるとの があるものの、 作手順の さや機 の 作性が いこと等

により、 として の にはつながらなかった。

今年度検討してきたシステム要件等の整 により、システム実 には 作性

に係る は されることから、救急活動 の も できると考え

る。しかし、 検討している にも、 の救急隊が める要 は

であり、令和６年度に全国的に実 する実証事業の も まえつつ、今後も救

急隊が活用しやすいシステムの構築に向けて、消防本部の も いながら検討

を進めていく必要がある。

図表１－21
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ーにより目 による本人確 を い、口 により傷病者本人に医療情報

等の閲覧について を得る。

的に傷病者の本人 まで得られた 合、 は がない傷病者など、

取得が困難な 合に、実 救急隊は から ン イン 確

等システムに セスし、傷病者の医療情報等を閲覧する 図 22、図

23 。

図表１－22

図表１－23



3534

救急隊が閲覧する画 は、令和 年度の実証実 と に、 ン イン

確 等システムから取得した セ 情報に く医療情報等となる 図

24 。

図表１－24

ーにより目 による本人確 を い、口 により傷病者本人に医療情報

等の閲覧について を得る。

的に傷病者の本人 まで得られた 合、 は がない傷病者など、

取得が困難な 合に、実 救急隊は から ン イン 確

等システムに セスし、傷病者の医療情報等を閲覧する 図 22、図

23 。

図表１－22

図表１－23
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本実証事業は、システム構築前に実 するものであり、実際のシステム構築

後とは なるスキームで実 することとなる。 のため、今後のシステム運用

開 に向けて、システム運用開 後から円滑な医療情報閲覧が実 できるよ

う、今年度整 したシステム要件等の整 に き、救急隊用の閲覧画 の

を作成し、傷病者本人の の取得は口 で実 するなど、想定さ

れる実 手順によるシ ュ ーシ ン を う予定である。

実証事業の を まえ、機能・非機能要件を整 し、システムの 本 を

確定さ るため、 年度も き続き検討を っていく。

セキュリティ対策について、令和５年度は、 の い しを ったところで

ある。今後、医療情報等の のリス 、医療情報等の つ のリス 、Web

リの 用 能 のリス など、システムを 全、 定的に運用するため、必要

な対策を検討していく 図 25 。なお、技術的な対策のみで全ての に

対 できる 証はないため、運用 による対策との 用が重要である。

図表１－25

消防本部の を いながら、各消防本部が円滑に導入できるようにするため、

システムの導入手順及び実際の救急活動での活用手順等をまとめた導入手順書

を作成する必要がある。

今年度は「救急隊員が傷病者の医療情報等を閲覧する仕組みの骨子」を作成し

た。実際のシステム構築から運用に向けては、更に下 のような について
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細な検討を い、救急隊が救急 で活用しやすいシステムとなるよう検討を進

めていく必要がある 図 26 。

図表１－26 検討が必要な課題

本実証事業は、システム構築前に実 するものであり、実際のシステム構築
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を作成し、傷病者本人の の取得は口 で実 するなど、想定さ
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実証事業の を まえ、機能・非機能要件を整 し、システムの 本 を

確定さ るため、 年度も き続き検討を っていく。
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ある。今後、医療情報等の のリス 、医療情報等の つ のリス 、Web

リの 用 能 のリス など、システムを 全、 定的に運用するため、必要

な対策を検討していく 図 25 。なお、技術的な対策のみで全ての に

対 できる 証はないため、運用 による対策との 用が重要である。

図表１－25

消防本部の を いながら、各消防本部が円滑に導入できるようにするため、

システムの導入手順及び実際の救急活動での活用手順等をまとめた導入手順書

を作成する必要がある。

今年度は「救急隊員が傷病者の医療情報等を閲覧する仕組みの骨子」を作成し

た。実際のシステム構築から運用に向けては、更に下 のような について
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今後も、総人口に占める高齢者割合は更に増加し、情報収集が困難な傷病者が

増えることが予想され、病院前救護を担う救急隊の役割はより一層重要になるも

のと考えられる。このような状況下において、医療 DXをはじめとする先進的な技

術を取り入れることによって、救急活動の質の向上を図り、傷病者がより適切な

医療を受けられる環境を整備していくことは極めて重要である。

令和５年度は、救急業務のあり方に関する検討会やマイナンバーカードを活用

した救急業務の迅速化・円滑化に向けた調査研究を通じて、「救急隊員が傷病者の

医療情報等を閲覧する仕組みの骨子」を作成し、目指すべき方向性を示した。令

和６年度は、この仕組みを救急隊が実際の救急業務で活用できるよう、各消防本

部の参画を得て全国規模で実証的に事業を展開し、システム構築に向けた検討を

進めていくこととする。

また、令和５年度は、システム構築に係る要件等を中心に議論を進めてきたと

ころであるが、運用に向けては、システムの機能・非機能要件の確定、セキュリテ

ィ対策の確立、システム導入手順書の作成など、具体的なシステム要件及び運用

の細部について検討する必要があることから、令和６年度も救急業務のあり方に

関する検討委員会において議論を継続する予定である。
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今後も、総人口に占める高齢者割合は更に増加し、情報収集が困難な傷病者が

増えることが予想され、病院前救護を担う救急隊の役割はより一層重要になるも

のと考えられる。このような状況下において、医療 DXをはじめとする先進的な技

術を取り入れることによって、救急活動の質の向上を図り、傷病者がより適切な

医療を受けられる環境を整備していくことは極めて重要である。

令和５年度は、救急業務のあり方に関する検討会やマイナンバーカードを活用

した救急業務の迅速化・円滑化に向けた調査研究を通じて、「救急隊員が傷病者の

医療情報等を閲覧する仕組みの骨子」を作成し、目指すべき方向性を示した。令

和６年度は、この仕組みを救急隊が実際の救急業務で活用できるよう、各消防本

部の参画を得て全国規模で実証的に事業を展開し、システム構築に向けた検討を

進めていくこととする。

また、令和５年度は、システム構築に係る要件等を中心に議論を進めてきたと

ころであるが、運用に向けては、システムの機能・非機能要件の確定、セキュリテ

ィ対策の確立、システム導入手順書の作成など、具体的なシステム要件及び運用

の細部について検討する必要があることから、令和６年度も救急業務のあり方に

関する検討委員会において議論を継続する予定である。

高齢化等に う救急需要は増大の一 を り、令和 年の救急出動 は 723

となり、過 多を した。さらに、 着所要時 は 10.3分（ 年

9.4分）、病院 着所要時 は 47.2分（ 年 42.8分）と を続けている。

また、救急搬送 事 の増加については、119番通報の契機となる救急需要の増

大に加えて、医療機関の受入体制も しい にあるとともに、入院患者の急

の医療 等を担う施設への転院及び退院（いわゆる医療の「出口問題」）

についても解 すべき 題があることが される。

こうした社会背景がある中、 省消防 では平成 17年度に「救急需要対策

に関する検討会」を げ、救急需要対策について 的な議論を開始した。

たな視点に った対策の一つに された「緊急度判定体系」は、緊急 の高

い傷病者を 実に 定し、 に適切な医療機関へ搬送することを 的として構

築が進み、適切な社会的サービス等に振り分ける機能も されるものである。

さらに、救急 セン ー事業（ 7119）の全国 開、救急 用 ニ アル・

救急受診 イド、普及 発コンテン の作成等により救急 の適時・適切な 用

（適 用）も 進されてきた。

しかし、 コロナ イルス 症の 行では、「救急ひっ迫」により救える

はずの命が救えない事 が された。あらゆる社会 ステ に 有の影響を

えたコロナ禍において、消防機関、医療機関、保健所等の関係機関を含めて業

はひっ迫し、あらゆる 119番通報に応えて社会のセーフティネットとして機能

を たしてきた救急 源に過大な負 がかかったと わ るを ない。 に、本

は救急 外の社会 源による対応が望ましい軽症の コロナ 者や 緊

急・非緊急の傷病者による 119番通報が急増し、大きな負担であったとの か

らの もあった。 、消防機関は 119番通報を受 すれば救急搬送を行うこ

とを に 動しており、 緊急・非緊急まで 実に 定する体制、 緊急・非

緊急に対する救急搬送 外の が 分であることが全国的な実 として

らかとなるとともに、消防 外の社会 源（ 口、 動手 、関係

機関との連携等）も充実さ る必要 がこれまで に高まっている。

の問題意識を踏まえ、救急需要の適 化等に関する検討にあたっては、救

急需要の 制策、搬送手 及び受入医療機関の体制強化、これらを繋 緊急度判

定によるト アー の体制強化、さらには国民理解の 進な 社会基盤の整備に

ついて、 的に検討する必要がある。

の かりとして、まずは本年度、 コロナ イルスの 大による救

急ひっ迫時に行われた対応に 点を てて検討する。
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令和 年度の救急需要の適 化等に関する検討の として、緊急度判定体系

の検討経緯等について する。

ま

省消防 では平成 17年度に「救急需要対策に関する検討会」を げ、

救急需要対策について 的な議論を開始した。 たな視点に った対策の つ

に された「119番受 時等における緊急度・重症度の （ト アー ）」は、

平成 18 年度に「救急業 におけるト アー に関する検討会」で 体的な検討

が始まり、平成 21年度までの 、「119番通報時」及び「救急 」における緊

急度・重症度の について検討を行った。

平成 22 年度には、 での 判 ールとして「救急 用 ニ アル」

を作成し、 民に対する緊急度判定体系の の普及を 進した。

さらに、平成 25 年度 、「緊急度判定プロトコル Ver.1」を策定した か、

緊急度判定体系の普及 発に関するコンテン の作成や、 民が緊急度判定を行

えるような ールの作成等を行ってきた。

平成 29 年度から令和 年度は、全消防本部に対する緊急度判定の実施 の

実 、 ル地域における実施・検 により、緊急度判定の 入及び 用手

引 及び緊急度判定 PR ー ーを作成し、普及を ってきた。

緊急度判定体系は、救急需要と の が生じる でも、救急医療を必

要とする が、「 番」のために れることなく、緊急 の高い傷病者を 実に

定し、 に適切な医療機関へ搬送することを 的としており、適切な社会的

サービス等に振り分ける機能も されるものである。

「緊急度」は、 に 分けして 化され、緊急 が高い から「 （緊

急） （準緊急） （ 緊急）」、医療を必要としない は 「 （非緊急）」

を基本とし、各 の定 は、緊急度判定の基本的な である「緊急度判定プ

ロトコル」において医 的 点に基づき 体化されている（ ）。

なお、「救急業 」の要 にある「緊急 」の として 用されているが、

の定 に な時 的基準までは含まれていない。
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と

傷病者が医療機関へ救急搬送されるまでの 、緊急度判定のう （119

番通報、救急 ）は消防機関が 関 しており、これまで各 とに開発

されたプロトコルは Ver.3を消防 から している。

緊急度判定後の 用としては、高緊急に対する救急搬送体制（PA連携、ド

ー ー要 等）等の 、 緊急・非緊急に対する救急搬送 外（ 、患

者等搬送事業者の 等）の があり、これまでに高緊急に対する 用が重点

的に強化されてきた（ ）。

28 救急 会報告

1 Ver.3

2

令和 年度の救急需要の適 化等に関する検討の として、緊急度判定体系

の検討経緯等について する。

ま

省消防 では平成 17年度に「救急需要対策に関する検討会」を げ、

救急需要対策について 的な議論を開始した。 たな視点に った対策の つ

に された「119番受 時等における緊急度・重症度の （ト アー ）」は、

平成 18 年度に「救急業 におけるト アー に関する検討会」で 体的な検討

が始まり、平成 21年度までの 、「119番通報時」及び「救急 」における緊

急度・重症度の について検討を行った。

平成 22 年度には、 での 判 ールとして「救急 用 ニ アル」

を作成し、 民に対する緊急度判定体系の の普及を 進した。

さらに、平成 25 年度 、「緊急度判定プロトコル Ver.1」を策定した か、

緊急度判定体系の普及 発に関するコンテン の作成や、 民が緊急度判定を行

えるような ールの作成等を行ってきた。

平成 29 年度から令和 年度は、全消防本部に対する緊急度判定の実施 の

実 、 ル地域における実施・検 により、緊急度判定の 入及び 用手

引 及び緊急度判定 PR ー ーを作成し、普及を ってきた。

緊急度判定体系は、救急需要と の が生じる でも、救急医療を必

要とする が、「 番」のために れることなく、緊急 の高い傷病者を 実に

定し、 に適切な医療機関へ搬送することを 的としており、適切な社会的

サービス等に振り分ける機能も されるものである。

「緊急度」は、 に 分けして 化され、緊急 が高い から「 （緊

急） （準緊急） （ 緊急）」、医療を必要としない は 「 （非緊急）」

を基本とし、各 の定 は、緊急度判定の基本的な である「緊急度判定プ

ロトコル」において医 的 点に基づき 体化されている（ ）。

なお、「救急業 」の要 にある「緊急 」の として 用されているが、

の定 に な時 的基準までは含まれていない。
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の検討

のとおり、 する救急 要への対応 を検討するにあたっては、救急

要対 、搬送・受入体制の 化、これらを 急度 定に るト ー の体

制 化、さらには 理 な 会基 の整備について 合的に検討する 要が

ある。

このう 、 急度 定に るト ー について、現状においては、 急に

対する運用が 点的に 化されてきたとこ である。しかしながら、新 コロ

ルスの 時においては、 機関・医療機関等において救急搬送体制

と受入体制が っ する 、 急度 定の に基 き 動 令を さ に留め

てお 動 留が行 れた 本 あったが、 の課題が された。

こうしたことを踏まえ、本年度は、救急 要の適 化等に関する検討 ー ン

ループを 置し、ま は、コロ における現場の実情に 点を当てた検討

を行った（ ４ コロ における救急搬送の実情及び課題 ）。

さらに、コロ の を踏まえ、 に り める対 を した。（ 救

急隊運用の事 ） て、救急 要の への対応 に関する今 の 合的

な検討に け、 課題を し、整理した（ 今 さらに が 要な課

題 ）（図表２－ 、図表２－４）。

図表２－ の

図表２－４ の検討事項
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消防 において、平時とコロナ禍における消防機関の緊急度判定の実施

について、「119番通報時」と「救急 」に分けて き取りを行った（

、 ６）。

「119番通報時」における 令セン ーによる緊急度判定について、平時にお

いては、緊急度判定の は、 適な救急搬送体制（PA連携、ド ー ー要

等）の に 用され、通 令 の判 による出動 先 け等は行わ

れないケースが多い。一方、コロナ禍においては、緊急度判定の に基づき、

出動 令を出さずに めておく出動保 が行われた消防本部があった。

「救急 」における救急 による緊急度判定について、平時においては、緊

急度に応じた救急 動（ ・ 、医療機関 定、部 強等）に 用され、

救急 の判 による 搬送等は行われないケースが多い。一方、コロナ禍にお

いては、 コロナ イルス 症が われる傷病者は、救急 から保健所に

対応を引き いで 宅療養等が行われ、 として 搬送となる があった。

この を考 するに、各消防本部の救急 は、 な出動、搬送を基本に

動していることから、「119番通報時」に緊急度が いと判 された事 であ

っても 出動の判 をすることは しいが、コロナ禍により救急需要が に

増加し、 理能 を大幅に った には、出動保 、出動 け等を実

施したものと考えられる。

また、「救急 」において、救急 が、 動手 の 、 受診の

し等を行ったとしても されない も多く、 搬送とすることは めて

しい。しかしながら、コロナ禍においては、保健所や都道府県入院 整本部等

と救急 が連携することで、救急要 したコロナ 者を 搬送とすることが

能であったと考えられる。

なお、「119番通報時」の緊急度判定は、 緊急まで高 度な判定を行うと通

令 の労 負 が大きいため、平時より実施しているものの、コロナ禍に

おいて 119 番通報が急 に増加したことにより、 しろ高緊急の判定に 定す

るな 用を する もあった。このことからも、 な対応が行える

な 組みを検討することも必要と考えられる。

の検討

のとおり、 する救急 要への対応 を検討するにあたっては、救急

要対 、搬送・受入体制の 化、これらを 急度 定に るト ー の体

制 化、さらには 理 な 会基 の整備について 合的に検討する 要が

ある。

このう 、 急度 定に るト ー について、現状においては、 急に

対する運用が 点的に 化されてきたとこ である。しかしながら、新 コロ

ルスの 時においては、 機関・医療機関等において救急搬送体制

と受入体制が っ する 、 急度 定の に基 き 動 令を さ に留め

てお 動 留が行 れた 本 あったが、 の課題が された。

こうしたことを踏まえ、本年度は、救急 要の適 化等に関する検討 ー ン

ループを 置し、ま は、コロ における現場の実情に 点を当てた検討

を行った（ ４ コロ における救急搬送の実情及び課題 ）。

さらに、コロ の を踏まえ、 に り める対 を した。（ 救

急隊運用の事 ） て、救急 要の への対応 に関する今 の 合的

な検討に け、 課題を し、整理した（ 今 さらに が 要な課

題 ）（図表２－ 、図表２－４）。

図表２－ の

図表２－４ の検討事項
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119

緊急度判定は、各 とも共通の 的があるが、対 者、関係機関の連携等

点がある。「119 番通報時」は消防機関による対応が基本であるが、 に

「救急 」においては関係機関と連携した搬送先 定も重要である（

）。

と と

保健所等の関係機関や 症対策に係る 識を持つ医師・ 師等は、

都道府県入院 整本部等の枠組みの中で連携してコロナ対応を行った。 に「救

急 」では消防機関も連携しながらコロナ 者の救急搬送を実施したが、

保健所の対応の基 となる制度、考え方、実 について、救急 との 等に

より検討した。

と

救命 や社会 の向 を とし、 れ れ に関連する「重症

度」、「緊急度」の考え方を基本に 動するため、 にコロナ対応では な連携

が重要であった（ ８）。

７ 119

119
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と

「緊急度」は、時 経過が生命の を する程度のことをいい、「重症

度」と なり時 の経過による症 の変化の度 いに着 した である（

）。

保健所は、 症 に基づく対応を行い、健 の実施を に、コロナ

者の 宅療養等が行われた。救急 は、時 的制 の大きい高緊急への重点的

な対応を行い、救急要 に対する やかな救急出動を とするが、 として

搬送となる があった（ 10）。

出典：

日本臨床救急医学会雑誌

委員会報告

10
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コロナ イルスは、変 の出 により ・病 等が大きく変化

し、重症化 ス の判 基準、入院基準も な変 が必要であった。

者の療養 の判 と入院 整は、地域・時 に応じて都道府県入院

整本部、保健所、医療機関等の 体によって に対応された。病 の ス

等に係る医 的 点に加えて、地域の医療 体制も含めた 的判 が必要

であり、 症 に基づく保健所の と、 の医師・ 師等の

に基づく判 を行うには、各地域で 分な議論を経て策定された 整ルールが

重要であった。

同様に、救急 の搬送先 整においても、平時から分野が なる他機関と連

携するため、あらかじめ地域の実 に応じて定めたプロトコル等のルールに基

づく意 定が重要である。

と

コロナ禍において、都道府県等は、都道府県入院 整本部等において医療機

関の の 報 等を行った。一方で、患者 との病 及びト ア

ー 、入院適応の判 は、平時には基本的に医療機関が行うものである。消防

機関は、 ィ ルコントロール体制に基づき救急 動を行うが、救急ひっ迫

時に救急搬送 事 が増加したことで、G-MIS 等を 用して医療機関の

報を し、 な救急 動に める地域もあった。

このように平時から たす に いがある関係機関が、 にコロナ禍におい

て な連携及び入院 整を行うには、 かつ的 な 報連携が重要であった。

救急 の搬送先 整においても、平時から同様のことが える。

と

この の 後に、コロナ禍における救急搬送の実 及び 題を検討するにあ

たり、 考となる関連 報を する。

    全国 722消防本部における緊急度判定の実施 、 に 緊急・非緊急に対

する判定後の 用を するためアンケート を実施した。

722

Web

15

100

と

「緊急度」は、時 経過が生命の を する程度のことをいい、「重症

度」と なり時 の経過による症 の変化の度 いに着 した である（

）。

保健所は、 症 に基づく対応を行い、健 の実施を に、コロナ

者の 宅療養等が行われた。救急 は、時 的制 の大きい高緊急への重点的

な対応を行い、救急要 に対する やかな救急出動を とするが、 として

搬送となる があった（ 10）。

出典：

日本臨床救急医学会雑誌

委員会報告

10
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すべての事 で実施している

75.7 (289本部)

基本的には実施しているが、救急需要が

消防 を ることが見 まれる時のみ

実施 ず

5.5 (21本部)

基本的には実施しているが、救急需要が

消防 を ることが見 まれる時のみ、

高緊急のみを 出できるよう実施している

4.2 (21本部)

基本的には実施していないが、

救急需要が消防 を ることが見

まれる時のみ実施している

14.7 (56本部)
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(n=53)

(n=13)

(n=17)

119

「119番通報時」の緊急度判定は全国で の消防本部で実施されていた。

緊急度判定後の 用として、「入 ではなく、出 令の 番を入れ える」、

「 からの ではなく、出 救急 を する」を実施している本部

は なかった。

なお、「 口を する」、「 的な 動手 を する」、「かか

りつけ医等への ・受診を する」、「 出 」等を実施する の本部に

加 を行ったが、通報者・傷病者等の 望・同意、 緊急であることの

が実施する であり、 用実 は 定的であった（ 11、

12）。
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すべての事 で実施している

93.6 (442本部)

基本的には実施しているが、救急需

要が消防 を ることが見 まれ

る時のみ実施 ず

1.7 (8本部)

基本的には実施しているが、救急

需要が消防 を ることが見

まれる時のみ、高緊急を 出でき

るよう実施している

2.1 (10本部)

基本的には実施していないが、救急需

要が消防 を ることが見 まれる

時のみ実施している

2.5 (12本部)

N=472

88.2

95.0

77.4

9.0

36.4

0.9

 0  20  40  60  80  100

N=422

(n=390)

(n=420)

PA

(n=342)

(n=40)

(n=161)

(n=4)

「救急 」の緊急度判定は、全国で の消防本部で実施されていた。

緊急度判定後の 用として、「 的な 動手 を する」、「 搬送の 定」

を実施する本部は なかった。「 ッ ートにより基準に って実施する」

本部もあったが、 に搬送先医療機関が まらない で、 受診の 望

が され、緊急 の判 を踏まえて救急搬送 外の を した で、

望・同意を した に実施されており、 用実 は 定的であっ

た（ 13、 14）。

搬送を行わない理 としては、基準により年齢・ 症等で一 外さ

れる、 に時 がかかり 在時 の に繋がらない、救急搬送の

望者からは も も同意を るのが 等が げられた。

13

14

すべての事 で実施している

75.7 (289本部)

基本的には実施しているが、救急需要が

消防 を ることが見 まれる時のみ

実施 ず

5.5 (21本部)

基本的には実施しているが、救急需要が

消防 を ることが見 まれる時のみ、

高緊急のみを 出できるよう実施している

4.2 (21本部)

基本的には実施していないが、

救急需要が消防 を ることが見

まれる時のみ実施している

14.7 (56本部)

11 119

N=382

20.8

9.7

94.5

13.1

17.6

12.1

18.3

4.5

5.9

 0  20  40  60  80  100

12

119

N=289

(n=60)

(n=28)

PA

(n=273)

(n=38)

7119 (n=51)

(n=35)

(n=53)

(n=13)

(n=17)

119

「119番通報時」の緊急度判定は全国で の消防本部で実施されていた。

緊急度判定後の 用として、「入 ではなく、出 令の 番を入れ える」、

「 からの ではなく、出 救急 を する」を実施している本部

は なかった。

なお、「 口を する」、「 的な 動手 を する」、「かか

りつけ医等への ・受診を する」、「 出 」等を実施する の本部に

加 を行ったが、通報者・傷病者等の 望・同意、 緊急であることの

が実施する であり、 用実 は 定的であった（ 11、

12）。
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大 消防本部の を て ア ングを実施し、「119番通報時」及び

「救急 」のコロナ禍に救急ひっ迫時における緊急度判定の実施 につい

て した。なお、平時から共通する 題が多く含まれていた。

  

119

「119番通報時」の緊急度判定は、消防本部 とに 用基準や実施 は

なる。判定後の 用はおお 共通しており、 緊急・非緊急についても通

令 のみの判 による 出動は 行われていなかった。

コロナ禍の救急ひっ迫時に通 令 による出動 先 けが行われた

もあったが、高緊急 外の判定には 取時 が すること、高緊急の

判定に 定するな の 用により 緊急の判定を行わない は出動

令を出さずに めておく出動保 の が であること、出動保 に対す

る通 令 の 的スト スが大きいこと等の平時から共通する 題が げ

られた（ 15）。

15 と
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「救急 」の緊急度判定は、平時の 用基準、判定後の 用はおお 共

通している。 緊急・非緊急に対して 動手 の や 受診の し

が行われている な もあるが、救急 のみの判 による 搬送は

行われていなかった。

にコロナ禍の救急ひっ迫時は、各地域で定められた搬送ルールが 者

の な搬送先 定の一 となっていた（ 16）。

コロナ禍において増加した救急搬送 事 について、一つの消防本部から

の を て、平成 31年 令和 年６ の事 について 向分 を行

った。

各 の救急搬送 事 について、年齢 分 ・傷病程度 の 計を行い、

コロナ の （平成 31年 令和 年 12 ）、コロナ禍の （オ ロ

ン の 行 令和 年 令和 年 、オ ロン の 行後 令和 年

令和 年６ ）に分けて ロス 計を行った。

の 、救急搬送 事 のう 、高齢者 中等症・重症、 年

軽症が める が大きく、 コロナ 行の ー 時は軽症者 が

に急増した。

この を考 するに、全体として救急搬送 事 の多い高齢者への

対応の検討はもとより、 ー 時に増加 の大きい軽症者には、 緊急・非緊

急の傷病者も多く含まれることが され、緊急度に応じた対応を行うことの

重要 が改めて 識された。なお、救急搬送 事 の発生は地域 とに事

が なることは 意が必要である。

16 と

大 消防本部の を て ア ングを実施し、「119番通報時」及び

「救急 」のコロナ禍に救急ひっ迫時における緊急度判定の実施 につい

て した。なお、平時から共通する 題が多く含まれていた。

  

119

「119番通報時」の緊急度判定は、消防本部 とに 用基準や実施 は

なる。判定後の 用はおお 共通しており、 緊急・非緊急についても通

令 のみの判 による 出動は 行われていなかった。

コロナ禍の救急ひっ迫時に通 令 による出動 先 けが行われた

もあったが、高緊急 外の判定には 取時 が すること、高緊急の

判定に 定するな の 用により 緊急の判定を行わない は出動

令を出さずに めておく出動保 の が であること、出動保 に対す

る通 令 の 的スト スが大きいこと等の平時から共通する 題が げ

られた（ 15）。

15 と
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に「救急 」においては関係機関と連携した搬送先 定が重要であり、

ー ンググループでは、コロナ禍における保健所の入院 整の方 、軽症者、

受診に を う者等に対応する医療体制の整備を含めて取組事例について意

見があった。

取組事例（例）

・高緊急のコロナ 者は保健所の を たずに、医師の の 、救急

が搬送するプロトコルを作成した。

・医療 が された入院 整本部による医療 の 点を踏まえた一

的な入院 整を行った。

     ・入院適応外となった方へのフ ロー体制として、健 を行う 療養     

施設等を救急 の搬送先 に組み入れた。

・民 事業者と 体が連携して、発 セン ーや通 令セン ーか

らオンライン診療、 問診療による緊急 診に繋げる取組も行った。

     ・ のコロナ 者が発生した高齢者施設等に対する 問診療の体制を

強化した。

ま

コロナ禍においては、救急ひっ迫時の対応に様 な 題があったが、平時を

見据えた も られた。

保健所等は、 生の 持の 点から 症 に基づきコロナ 者の入

院 整を行い、 に「救急 」で、平時には救急 が行っている搬送先 整

を一部 する も たした。 たな 症 行という な での対

応について、 の枠組みを のまま平時に適応することは しいが、地域にお

いて な搬送先 整、 報連携を行い、軽症者等に対応する医療へ繋げる取

組を進める重要 が改めて 識された。

また、保健所は重症者へ 先的に対応したが、同様の考え方に基づく消防機

関でも「119番通報時」に応用 能な「重症事 対応 の 保」の取組があり、

次 で する。
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コロナ禍においては、119番通報が多 入 して救急 の出動 が高まり、高緊

急の 119番通報に対して、出動 令及び 着に時 を要する事 が発生した。

こうした しい の中でも、各消防本部においては しながらも救急ひっ迫

に対応し、一部では高緊急の 119 番通報に に出動するための取組も実施され

た。

全国においても に取り組める対策として、また、平時の救急需要増加時に

も応用できる事例として する。

重症事 対応の 用救急 を 保して、「119 番通報時」の緊急度判定に基

づき、高緊急（CPA等）に出動さ る取組である。

地域の実 及び各消防本部の考え方により、 の 用方 は なり、 に

を す。 用開始基準は出動 70 90 で、 用開始・解 の判 体

の多くは 令 となっている。重症事 対応 の は全救急 の 、

出動基準は高緊急や重症事 としている本部が多かった（ 17）。

救急ひっ迫時に たに発生した高緊急の 119 番通報に対して、一定時

に 着する体制 保が な 的である。

高緊急への対応を 先することは、救急出動全体として、 ずと準緊急から

非緊急の 先 けがなされることも、 次的な として される。

さらに、緊急度判定も高緊急のみで行うことによる省 化、組織的 用によ

る 分 、通 令 の 理的負担の軽 等の も でき、高緊急の救

急出動 の は ないため、重症事 対応 の 機時 を労 理 の

として 用することも考えられる。

17

に「救急 」においては関係機関と連携した搬送先 定が重要であり、

ー ンググループでは、コロナ禍における保健所の入院 整の方 、軽症者、

受診に を う者等に対応する医療体制の整備を含めて取組事例について意

見があった。

取組事例（例）

・高緊急のコロナ 者は保健所の を たずに、医師の の 、救急

が搬送するプロトコルを作成した。

・医療 が された入院 整本部による医療 の 点を踏まえた一

的な入院 整を行った。

     ・入院適応外となった方へのフ ロー体制として、健 を行う 療養     

施設等を救急 の搬送先 に組み入れた。

・民 事業者と 体が連携して、発 セン ーや通 令セン ーか

らオンライン診療、 問診療による緊急 診に繋げる取組も行った。

     ・ のコロナ 者が発生した高齢者施設等に対する 問診療の体制を

強化した。

ま

コロナ禍においては、救急ひっ迫時の対応に様 な 題があったが、平時を

見据えた も られた。

保健所等は、 生の 持の 点から 症 に基づきコロナ 者の入

院 整を行い、 に「救急 」で、平時には救急 が行っている搬送先 整

を一部 する も たした。 たな 症 行という な での対

応について、 の枠組みを のまま平時に適応することは しいが、地域にお

いて な搬送先 整、 報連携を行い、軽症者等に対応する医療へ繋げる取

組を進める重要 が改めて 識された。

また、保健所は重症者へ 先的に対応したが、同様の考え方に基づく消防機

関でも「119番通報時」に応用 能な「重症事 対応 の 保」の取組があり、

次 で する。
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事案対応隊の運用 は、さらに知 を する 要があり、 え 、

の うな課題があると えられる。

ま 、 的運用の には、運用 ・ 基 あるいは 治体 で意

定を行う 体を める 要がある。

隊 置の を検討する際には、 、 度、 者 な を と

して する 本 が いと えられるが、カバー の 、 な対応の

実 には 隊 を す 要があり、 本 として こまで ン ーを

けるのかという観点から、運用 の 現場 時間の 定と 関

する事項である。また、 定時間を定めて 定隊を さ るな 、 な運

用 えられる。

さらに、運用 を図る場合には、 に対して 急に 点的に対

応していることを、 かり す する 要がある（図表２－18）。

の

的 の 基 基 の意 定 のコ ー

の ② ー

の CPA等 基 の

ー の の の

の 定 的 定の

の 定

の 事 の 的

の

の 定プロトコル の 定

図表２－18 事 の の
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令和 年度から「 定救急 」として重症事 対応 の 用を開始し、通

年で 用している。

用開始は、救急 働 がおお 80 （67 ） が一定時 続くと

想される を基準としているが、 用解 には な基準は設けておら

ず、開始・解 ともに 令 で判 している。

重症事 対応 は、 を６方 に分け、各方 の 働救急 から を

定（ 計６ ）し、 部 の 定時 は 時 を とし、各方 の

事 で 整の 、各 防 の を受けた部 の を 能としてい

る。

また、出動基準に する事 は、緊急度・重症度判定により 判定（生

命の が切迫している 能 が めて高いもの）となった事 や、 の他、

令 が必要と めた事 である（ 19）。

19

事案対応隊の運用 は、さらに知 を する 要があり、 え 、

の うな課題があると えられる。

ま 、 的運用の には、運用 ・ 基 あるいは 治体 で意

定を行う 体を める 要がある。

隊 置の を検討する際には、 、 度、 者 な を と

して する 本 が いと えられるが、カバー の 、 な対応の

実 には 隊 を す 要があり、 本 として こまで ン ーを

けるのかという観点から、運用 の 現場 時間の 定と 関

する事項である。また、 定時間を定めて 定隊を さ るな 、 な運

用 えられる。

さらに、運用 を図る場合には、 に対して 急に 点的に対

応していることを、 かり す する 要がある（図表２－18）。

の
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救急 の 働 を えるため、 働 にあわ た 防本部 用を行っ

ており、救急 の 働 90 で 用される 次 用開始時に 定する救

急 として重症事 対応 の 用を開始し、通年で 用している。

用開始は、救急 働 がおお 90 となった 次 用開始時を

基準としているが、 用解 には な基準は設けておらず、開始・解 と

もに防災 令セン ーで判 している。

次 用の体制 行時には 時救急 の 成による増 を行った で、常

設の本部救急 ６ のう 重症事 対応 を 定しているが、もし常設

の本部救急 ６ で重症事 対応 を 定できない は、一時的に所 の

救急 を 定している。

また、出動基準に する事 は、緊急度・重症度の高い事 である（

20）。

20
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救急隊員の適正な労務管理については、「救急隊員の適正な労務管理の徹底に

ついて（通知）」（令和５年１月 25日付け消防救第 25号消防庁救急企画室長通

知）によりこれまでも周知してきたが、救急隊が一定基準を超えて連続出動し

た場合に一定時間出動不能として、休憩時間を確保する取組が複数の本部で実

施されている。こうした取組は、コロナ禍において出動件数が大幅に増加する

中で、救急搬送体制を確保するため、特に重要となった。なお、いずれの本部

においても、直近の重症事案発生時には出動可能な体制確保に努めていた。

労務管理上の基準は、「出動時間」、「出動件数」、「運転距離」に設定している

本部が多く、基準を超えた場合に「休憩時間確保」、「機関員の交代」の対応を

定めている本部が多くあった。

労務管理の方法（例）

①基準

ア出動時間

・連続３時間以上の救急活動

・22時～翌５時の間に連続２時間以上の救急活動

・法定の休憩時刻を超えた場合

イ出動件数

・連続４件以上の救急出動

・22時から翌５時 59分の間での３件以上の救急出動

ウ運転距離

・機関員の運転距離が累積 100kmに達した場合

②対応

ア休憩時間確保

・病院引揚げから帰署までの間及び帰署後１時間

・出動状況に応じて 30分～60分間

イ機関員の交代

救急 の 働 を えるため、 働 にあわ た 防本部 用を行っ

ており、救急 の 働 90 で 用される 次 用開始時に 定する救

急 として重症事 対応 の 用を開始し、通年で 用している。

用開始は、救急 働 がおお 90 となった 次 用開始時を

基準としているが、 用解 には な基準は設けておらず、開始・解 と

もに防災 令セン ーで判 している。

次 用の体制 行時には 時救急 の 成による増 を行った で、常

設の本部救急 ６ のう 重症事 対応 を 定しているが、もし常設

の本部救急 ６ で重症事 対応 を 定できない は、一時的に所 の

救急 を 定している。

また、出動基準に する事 は、緊急度・重症度の高い事 である（

20）。

20
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令和 年度は、救急需要の適 化等に関する検討 ー ンググループにおいて、

コロナ イルスの 大による救急ひっ迫時に行われた対応に 点を て

た検討を行ったが、 の他にも、増加する救急需要への対応策について、多岐に

わたる論点について議論を行った。

これらの論点についても本 において整理してとりまとめ、今後さらに議論を

めていくこととしたい。

各地域の救急ひっ迫 のため、消防 は救急 セン ー事業（ 7119）の

全国 開をこれまで 進し、都道府県・ 一 となった取組を 進してきた

（ 21）。

実施地域はコロナ禍を経て に 大してきたところであるが、引き続き 用

進を るとともに、より一 有 用するための方策も 的に検討する必要が

ある。

例えば、 7119 の 者 は 年 が高く、119 番通報の で        

7119の 用を考 いただくため、年齢 との普及 進、 度向 のあり方に

ついて検討することで、救急需要の 制に繋がるのではないか。

また、119番通報時点で、 緊急・非緊急と判 された方に対し 口

（ 7119 等）を する 組みも考えられるが、 令セン ーから 7119 へ繋

組み等の有用 、実 等から検討することも考えられる。

21 7119
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転院搬送出動 全体の出動 に対する
（ ）（ ）

策定 み

29.8 (14 体)

検討中（策定中も含 ）

6.4 (3 体)

検討 定

12.8 (6 体)

策定しない、または、 定なし

51.1 (24 体) N=47

救急ひっ迫時にも高緊急の 119番通報に ・ 実に対応できるように、平時

から緊急度に応じた社会 源を 用する体制が整備されることが望まれる。

例えば、各消防本部の 定を受けた民 の患者等搬送事業者は、 定 、搬送

は増加 向にあるが、搬送先を めてから ばないと引き受けてもらえない、

経 的に 負担の有 サービスには されにくい、高緊急の傷病者は消防救

急への適切な引 が必要といった意見も出たところである。これらに対応する

体的な取組事例として、転院搬送 イドラインの見 しによる転院搬送での

用 進、事業者 の ンストップ 口となるコールセン ー設 、搬送

の取 いや急変時対応の 会の開 な が取り組まれている。

また、医療機関が保有する搬送用 （病院救急 ）は、厚生労働省において

地域における 的な 用が検討されており、 イドライン等を策定して に緊

急 の い転院搬送等で 用することが考えられる（ 22、 23）。

22 と

23

令和 年度は、救急需要の適 化等に関する検討 ー ンググループにおいて、

コロナ イルスの 大による救急ひっ迫時に行われた対応に 点を て

た検討を行ったが、 の他にも、増加する救急需要への対応策について、多岐に

わたる論点について議論を行った。

これらの論点についても本 において整理してとりまとめ、今後さらに議論を

めていくこととしたい。

各地域の救急ひっ迫 のため、消防 は救急 セン ー事業（ 7119）の

全国 開をこれまで 進し、都道府県・ 一 となった取組を 進してきた

（ 21）。

実施地域はコロナ禍を経て に 大してきたところであるが、引き続き 用

進を るとともに、より一 有 用するための方策も 的に検討する必要が

ある。

例えば、 7119 の 者 は 年 が高く、119 番通報の で        

7119の 用を考 いただくため、年齢 との普及 進、 度向 のあり方に

ついて検討することで、救急需要の 制に繋がるのではないか。

また、119番通報時点で、 緊急・非緊急と判 された方に対し 口

（ 7119 等）を する 組みも考えられるが、 令セン ーから 7119 へ繋

組み等の有用 、実 等から検討することも考えられる。

21 7119
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救急需要の増 幅は平時から大きいが、救急需要が搬送 ・受入体制を 過す

ると需 バランスの が生じて救急ひっ迫が 在化する。 中症、 コロ

ナ、NBC・テロ、 災害等の平時、有事の が考えられるが、 のような

が「救急ひっ迫時」と えるのか、 の に のような救急対応が望まれるの

か、さらに の を発動する の基準等については、今後検討が必要である。

と

消防 第 第 の「救急業 」の対 は、緊急に搬送する必要がある（

「緊急 」がある）傷病者であり、「緊急 」は緊急度判定プロトコルにおいて

医 的 点から生理 的に 体化され、「緊急 」の として「緊急度」が

用されている。 に救急ひっ迫時は、 緊急・非緊急の搬送 先度は 対的に

することが考えられるが、 論に基づく 在の医 的水準でも緊急度判定プ

ロトコルによるアン ート アー の 全 は であり、傷病者対応に 全

を すため、 、消防機関は 119番通報を受 すれば救急搬送を行うことを

に 動してきた。

このような背景がある中、 コロナ イルス 症の 行では、救急 の

命な にも関わらず「救急ひっ迫」により救えるはずの命が救えない事 が

された。

「緊急 」は、地域の社会 源、医療 入の必要度、 準的な医療水準等によ

り変化し ること、傷病者の 等も経時的に変化することから、「救急業 」

の は、消防 体系や緊急度判定プロトコルを として、 的には通

令 や救急 が事 との判 を行っている。しかし、これまでに が

された事例もあり、平時にまたがる 題として、消防機関、医師、行政 まで

も含めた 的な保 ・ の必要 等について意見があった。

「救急業 」の要 である「緊急 」について に議論を めて、まずは、消

防 体系や緊急度判定プロトコルにおいて のように考え方を 化して す

か、さらに緊急度判定後の受療手 の 、適切な行政サービスへの振り分け等

を地域 とに のように定めるか（ ）、引き続き検討が必要である。
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受療 分 ト ッ ス（例）

後述する広 の緊急度（急 ）を用いて、地域 とに のようにルール

化するか においてイ ー が されている（ 24）。

高齢化の進 等も踏まえ、消防 （ （平成 29年度 令和 年度））

により、生理 的基準に基づく 行の緊急度判定体系に加えて、傷病者の基 疾

患・社会背景等を踏まえた「本 の意 に基づく 療 入の程度」や「 や地

域の ース」等の 的要 を 加した「広 の緊急度判定（急 ）」が

された。

「緊急 」に対する考え方は 述のとおりだが、 にコロナ禍における保健所

の入院 整では、高齢者救急、地域 ケア等の医療・ 域にまたがる 題

が され、これまでの報 （ ）にもあったように、平時から 在する背景が

ある。 在も、 問診療等を行うかかりつけ医の 着を ってから傷病者の意

に った救急対応が行われる もあるが、消防機関によるト アー から適切

な医療・ケアに繋 ため、「広 の緊急度判定（急 ）」を のように 体化

できるか 続的な が必要である。

     なお、搬送 及び救急搬送 事 のう 中等症・重症は、コロナ禍 か

ら 常的に一定 を めるが、病 として軽症 は 緊急であっても緊急入院

となる事 も されるところである。消防 救急 計における「傷病程度」は

診時の入院加療の必要程度に基づく分 であり、かつ「緊急度」とは必ずしも

しておらず、 計 のあり方についても 題 がなされた。

厚生労働省 保健健 増進等事業「 宅や 保 施設等における要

高齢者の急変時対応の負担軽 および 化するための 事業報

（令和 年 ）」 https://www.mhlw.go.jp/content/001103268.pdf

24

救急需要の増 幅は平時から大きいが、救急需要が搬送 ・受入体制を 過す

ると需 バランスの が生じて救急ひっ迫が 在化する。 中症、 コロ

ナ、NBC・テロ、 災害等の平時、有事の が考えられるが、 のような

が「救急ひっ迫時」と えるのか、 の に のような救急対応が望まれるの

か、さらに の を発動する の基準等については、今後検討が必要である。

と

消防 第 第 の「救急業 」の対 は、緊急に搬送する必要がある（

「緊急 」がある）傷病者であり、「緊急 」は緊急度判定プロトコルにおいて

医 的 点から生理 的に 体化され、「緊急 」の として「緊急度」が

用されている。 に救急ひっ迫時は、 緊急・非緊急の搬送 先度は 対的に

することが考えられるが、 論に基づく 在の医 的水準でも緊急度判定プ

ロトコルによるアン ート アー の 全 は であり、傷病者対応に 全

を すため、 、消防機関は 119番通報を受 すれば救急搬送を行うことを

に 動してきた。

このような背景がある中、 コロナ イルス 症の 行では、救急 の

命な にも関わらず「救急ひっ迫」により救えるはずの命が救えない事 が

された。

「緊急 」は、地域の社会 源、医療 入の必要度、 準的な医療水準等によ

り変化し ること、傷病者の 等も経時的に変化することから、「救急業 」

の は、消防 体系や緊急度判定プロトコルを として、 的には通

令 や救急 が事 との判 を行っている。しかし、これまでに が

された事例もあり、平時にまたがる 題として、消防機関、医師、行政 まで

も含めた 的な保 ・ の必要 等について意見があった。

「救急業 」の要 である「緊急 」について に議論を めて、まずは、消

防 体系や緊急度判定プロトコルにおいて のように考え方を 化して す

か、さらに緊急度判定後の受療手 の 、適切な行政サービスへの振り分け等

を地域 とに のように定めるか（ ）、引き続き検討が必要である。
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７ まとめ

増加する救急需要への対策は、119番通報の契機となる救急需要に加えて、医療

機関の受入体制、入院患者の転院及び退院（いわゆる医療の「出口問題」）に至る

まで、消防機関の外部を取り巻く幅広い社会環境の影響を受けるものであり、こ

れまでに述べた論点の他にも非常に多岐にわたる着眼点があり、背景となる制度

設計、財源、組織等も含めて検討が必要なものが含まれている。

例えば、救急需要は国民の年齢・疾病構造、救急医療への理解度、費用負担、医

療水準等によっても変動すると考えられる。令和６年度からは各都道府県が策定

する第８次医療計画も開始されるが、厚生労働省で検討が進められてきた地域医

療構想、医師の働き方改革、医師偏在対策、さらにかかりつけ医機能の強化にも

救急体制は大きな影響を受けるだろう。また、軽症者等に対応するオンライン診

療、在宅医療等へ繋げる取組も重要である。さらに、医療の「出口問題」は、救命

後の医療として高齢者救急と関連して議論されているが、高齢者福祉施策の充実、

療養環境の整備、ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の普及といった動向と

も関連するだろう。

わが国において、歴史的に災害・事故等のセーフティネットの一つとして 119番

通報を消防機関が一手に担ってきた経緯があり、傷病者の搬送から医療機関の受

入れ、入院・退院に至るまでの過程の一部を構成している。このため、コロナ禍に

おいて、保健所にとって地域のルールが重要であったことと同様、緊急度判定体

系において、緊急度に応じた傷病者の適切な搬送先・サービス等が整備され、適

切な連携体制と振り分け機能が構築されることは、消防機関にとって重要な意味

を持っている。

緊急度判定体系は、救急需要の発生から医療機関の受入れまでを繋いでおり、

救急需要に対応する基盤は平時を見据えて国全体として同時並行で整備すべきも

のである。根本的な対策を進めるには、引き続き、適切な作業・連携体制に基づ

き、救急ひっ迫時のみならず平時を見据えて、救急需要対策の視点から全体像を

もって体系的に議論を行うことが肝要である。

今後とも救急分野に閉じることなく視点を高くもって関係機関や社会全体で問

題意識を共有し、わが国の社会保障政策の枠組みの中で救急のあるべき姿が議論

され、社会環境の変化を踏まえた救急体制が構築されることが強く望まれる。
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の

成 29 救急業務のあり方に する 会 において、救急隊員の適

な労務管理方策について を行い、 救急隊員の適 な労務管理の推進につい

て 成 30 30 け消防救 56 消防 救急

成 30 消防 という。 を 出した。

ス の や 化等の により、 の

救急 動 による救急出動件数は、 723 件 対 17 増 と増加し、

となった １ 。

の救急 動 による現場 要時間は、全国 で 10.3

行 の 1.6 増 となっており、病 要時間は全

国 で 47.2 7.7 増 となった 。また、

と を すると、消防本部 の に 、病 要

時間は延伸となった 。

の
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の による救急搬送 員は 91,467 で、 となった 成

30 に いで に なった。 は に厳しい さ

が 間に たって続き、 か 及び が れ れの で 、

が に い搬送 員となった 。

20 の の
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ここ数 の との救急出動件数を見ると、 と が なっている。また、

成 31 １ か 12 の間では、 成 31 １ の 643,780件が

であったが、 の と は れ の件数となった 。

（ 31 ） の の の

救急搬送 事 全国の な 52 消防本部の の件数 については、

の が した、 １ の には、 の 8,161件と

なり、 の は減 したものの、 の 行 と ると、

なお である 。

の

643,780 
619,259 

598,530 
568,253 

533,277 

579,169 
599,737 

709,203 716,114 

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

１ 10 11 12 １ 10 11 12 １ 10 11 12 １ 10 11 12

成31
件数

  

             

の による救急搬送 員は 91,467 で、 となった 成

30 に いで に なった。 は に厳しい さ

が 間に たって続き、 か 及び が れ れの で 、

が に い搬送 員となった 。

20 の の
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こうした 、 も 化の進 、 動、 の 行等により、救急

要の増 及び 化が懸 されるため、救急業務の質の維持等の 点か 、救急

隊員の職務環境の一層の整備が重要となっている。

こで、救急業務に する ーアッ の一環として、救急隊員の職務環境

に する調査 を実施するため、 か １消防本部 つ 47 消

防本部 の実務担当者を めた連絡会を設置し、アンケート調査及び対面会議に

よる意見交換等を行った。

な調査 は、 のとおりである。

救急隊員の効果的な労務管理の方策

救急 の交 事 の防 対策

救急隊員の職務環境の整備促進

救急業務における DXの推進
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成 30 消防 で した方策等について、消防本部の取組を調 、先

進的な取組事例をとりまとめた。

救急隊を 置にして、１ を交 要員にする取組は有効と て

いる。

救急業務の 等を担当するア ス ント職 会 職員 を

消防 に 置している。

事務負担軽減の取組において、 職員の活 や DX の を

する必要がある。

22時か 時の間に される出動について、連続 時間 の

対応をした場 、病 引 か までの間及び １時間

時間を している。 た し、救急要 時及び 重 事 が

した場 を

事例１ 救急救命 の 労 を で見 る化し 調整

対的な として、出動件数 活動時間の の により

労 の を出し、救急救命 の労務負担軽減に てている。 に、出

動件数 活動時間 けの ではな 、 こに 重 を加

を出している。

重 とは、 に数 けを するのではな 、例 、活動時間

が いのは負担ではないが、件数が いのは負担であるという もいれ 、

の け め方の もいる。 のことか 、アンケートを行い、 れ れの

救急救命 がどこに負担を ているのかを数 化し、 れを 重 とし

て に組 方 で行っている。

このアンケートでは、 出動件数 1件 15km 活動時

間 60 を設 し、どこに負担を ているかを調査した 果、出動件

数を１とした場 、 が 0.1、活動時間が 0.3の負担となることが かっ

た。        

の数 を 数として に組 、 が、40 60 の にな

るよう、 務等を調整している。

こうした 、 も 化の進 、 動、 の 行等により、救急

要の増 及び 化が懸 されるため、救急業務の質の維持等の 点か 、救急

隊員の職務環境の一層の整備が重要となっている。

こで、救急業務に する ーアッ の一環として、救急隊員の職務環境

に する調査 を実施するため、 か １消防本部 つ 47 消

防本部 の実務担当者を めた連絡会を設置し、アンケート調査及び対面会議に

よる意見交換等を行った。

な調査 は、 のとおりである。

救急隊員の効果的な労務管理の方策

救急 の交 事 の防 対策

救急隊員の職務環境の整備促進

救急業務における DXの推進
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の （ ） と

事例 搬送 の救急隊を し、 の救急隊 の負担を軽減

搬送 とあ か め できている事 については、 業務の職

員 は 職員で構成する 時救急隊が対応する。

事例 救急隊の 方 の

一 の で救急隊 の業務を り当てる取組

の当 務 24時間 のう １ は、救急隊 の業務 消防隊、

隊等 を行うこととし、隊員の負担の軽減を る。

務 時間となった救急隊には、出動 をかけない取組

時や病 時に 務 時間となった場 、 の救急隊を出動

に設 する、 は、交 要員を病 に か せることで、隊員の負担

の軽減を る。

現場 が 時間となった に の隊に交 させる取組

出動 、救急隊の活動時間が一 時間 例:１時間 を する場

、消 隊を 加出動 PA連 し、隊員間の ー ー ンを行うこ

とで、隊員の負担の軽減を る。

事例 救急隊の 的な増隊

は、これまで、消防 の整備 成 12 消防 １

に いて 員 施設の整備に めており、 が、 の消防 の

実 化に きな を果たしてきたとこ である。 成 26 、 が

され、救急 動 の 置 について、 要 として 化の状況

が されるとともに、救急隊の隊員の 置 について、 の実 に応

て、救急隊の隊員の 要員を することとした 。
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の の のの （ ） と

事例 搬送 の救急隊を し、 の救急隊 の負担を軽減

搬送 とあ か め できている事 については、 業務の職

員 は 職員で構成する 時救急隊が対応する。

事例 救急隊の 方 の

一 の で救急隊 の業務を り当てる取組

の当 務 24時間 のう １ は、救急隊 の業務 消防隊、

隊等 を行うこととし、隊員の負担の軽減を る。

務 時間となった救急隊には、出動 をかけない取組

時や病 時に 務 時間となった場 、 の救急隊を出動

に設 する、 は、交 要員を病 に か せることで、隊員の負担

の軽減を る。

現場 が 時間となった に の隊に交 させる取組

出動 、救急隊の活動時間が一 時間 例:１時間 を する場

、消 隊を 加出動 PA連 し、隊員間の ー ー ンを行うこ

とで、隊員の負担の軽減を る。

事例 救急隊の 的な増隊

は、これまで、消防 の整備 成 12 消防 １

に いて 員 施設の整備に めており、 が、 の消防 の

実 化に きな を果たしてきたとこ である。 成 26 、 が

され、救急 動 の 置 について、 要 として 化の状況

が されるとともに、救急隊の隊員の 置 について、 の実 に応

て、救急隊の隊員の 要員を することとした 。
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この消防 の整備 を活 し、救急隊の増隊につな ている消防本部の取組は

のとおり。

A の の

救急隊の整備 については、消防 の整備 国 という。 に

を に した に、 化の状況 を した を加 し して

いたが、 減の においても、 化の進 によって増加することが される救急

要に適切に対応していかなけれ な ない があった。

こで、救急出動 ー を し、 された とに なる救急 の 率を

推 で推 された に するなどにより、 の救急 要

を 出し、当該救急 要 を国 に による 方 により 出して

れた を救急隊の整備 とするなど、管 の 推 か され

る救急 要を し、必要な救急体 を構 することができる、より 的な 方な

どに めた。これに き 部 と調整し、救急隊の増隊につながった 。

A の の

国 による 方 を に、 の整備 を いた 方

救急出動 ー の 果を に、 を １ にした で、全 の

救急 の 率 と の救急 の 率を して れた

率を 数とし、 の 数を の 推 に て 出した 救急

要 に き、救急 動 の整備 を 。

１ メー

64 65 69 70 74 75 79

80 84 85 89 90 99 100

メー

救急 要

管 の 推 に × の救急 要 数 …

国 を 本に、 の整備 を いた

100,000 ÷ 50,000



7170

B の の

消防 の整備 における救急 動 の 置 のう 、 化の状況と救急業務の

出動の状況について、 ー を し、 的に救急隊を増隊することとしたものであ

る。

一 的に、 を ると、救命率が 当 なると れているため、

救急隊の出動か 現場 までの時間 現場 時間 という。 が 延するこ

とがないよう、救急 を 備してきた。しかし、 は、 ス

の を け、救急隊の現場活動時間が延伸したことに い、現場 時間の 延

が め れた。加 て、救急隊１隊あたりの出動件数が 、救急隊員の労務管理の

点でも きな となっていた。

こで、 か 、救急出動した 1件１件の活動時間も した を い、

せて の の 、 層 との救急要 率等を し、 必要とされる救急

隊数を 出し、実 に増隊につながった 。

なお、救急隊の増隊に加 て、消 隊を一時的に救急隊として し、救急活動体

の 化を る取組も進めている。

B の の

１ 増隊の必要 を ま た の設

現場 時間の延伸を ま 現場 時間 を とする。

救急隊の活動時間の延伸を ま 活動時間 救急出動件数 救急隊の

活動時間 を とする。

救急隊１隊あたりの活動時間 の の 出

10 の の 救急隊１隊あたりの活動時間 を に、

現場 時間 を に ットした か を 成し、

現場 時間が となる 置か に交 る 置を活動時間 の

とする。

  

救急隊１隊あたりの活動時間 の の 出

の の 、 層 との救急要 率の推 、救急隊の活動

時間 実 か 、 例 の活動時間 の を 出する。

救急隊の必要隊数の 出

で 出した救急隊１隊あたりの活動時間 の 例

を、 で 出した救急隊１隊あたりの活動時間 の で ることで、

救急隊の必要隊数を 出する。

この消防 の整備 を活 し、救急隊の増隊につな ている消防本部の取組は

のとおり。

A の の

救急隊の整備 については、消防 の整備 国 という。 に

を に した に、 化の状況 を した を加 し して

いたが、 減の においても、 化の進 によって増加することが される救急

要に適切に対応していかなけれ な ない があった。

こで、救急出動 ー を し、 された とに なる救急 の 率を

推 で推 された に するなどにより、 の救急 要

を 出し、当該救急 要 を国 に による 方 により 出して

れた を救急隊の整備 とするなど、管 の 推 か され

る救急 要を し、必要な救急体 を構 することができる、より 的な 方な

どに めた。これに き 部 と調整し、救急隊の増隊につながった 。

A の の

国 による 方 を に、 の整備 を いた 方

救急出動 ー の 果を に、 を １ にした で、全 の

救急 の 率 と の救急 の 率を して れた

率を 数とし、 の 数を の 推 に て 出した 救急

要 に き、救急 動 の整備 を 。

１ メー

64 65 69 70 74 75 79

80 84 85 89 90 99 100

メー

救急 要

管 の 推 に × の救急 要 数 …

国 を 本に、 の整備 を いた

100,000 ÷ 50,000
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の の

救急出動件数の増加等により 員 員 の負担が増加している。

員の の や交 に る消防本部の取組を調 、先進的な事例をとり

まとめるとともに、救急 の交 事 の防 対策についても に先進的な

事例をとりまとめた。

事 防 に対する で ラ レ ー ーの を して

いる。 のことか 、隊員 が 意 を持って事 防 に

めることができている。

を １ で動かさない ー にしている 時には、

する職員を 置している 。

メラを設置して、 員のハン や レー の ン

などの を行う、 メン ー を、 部 により実施して

いる。

時、 の 害 との を 出する や、 者が

を できる ーを し、事 防 に てている。

の の の
成 17 10 け消防消 205 消防救 239 の では、

的な に 交 として、出場件数 １当務 10件、時間 務時間

連続 時間、 行 100 という を設けている消防本部があった を

した。

の調査 により れた消防本部の取組は のとおり。

事例１ 救急出動件数で を めている消防本部があった。

事例 時間と救急出動件数で を めている消防本部があった。
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事例 救急出動件数と 行 で を めている消防本部があった。

事例 行 で を めている消防本部があった。

   

事例 出動時間で を めている消防本部があった。

事例 め れた時間で を めている消防本部があった。

事例 時間 の出動で を めている消防本部があった。

時間 は、出動 とに 員を交 させる。

時間 に連続出場が 時間を た場 に 時間を させる。

の の

救急出動件数の増加等により 員 員 の負担が増加している。

員の の や交 に る消防本部の取組を調 、先進的な事例をとり

まとめるとともに、救急 の交 事 の防 対策についても に先進的な

事例をとりまとめた。

事 防 に対する で ラ レ ー ーの を して

いる。 のことか 、隊員 が 意 を持って事 防 に

めることができている。

を １ で動かさない ー にしている 時には、

する職員を 置している 。

メラを設置して、 員のハン や レー の ン

などの を行う、 メン ー を、 部 により実施して

いる。

時、 の 害 との を 出する や、 者が

を できる ーを し、事 防 に てている。

の の の
成 17 10 け消防消 205 消防救 239 の では、

的な に 交 として、出場件数 １当務 10件、時間 務時間

連続 時間、 行 100 という を設けている消防本部があった を

した。

の調査 により れた消防本部の取組は のとおり。

事例１ 救急出動件数で を めている消防本部があった。

事例 時間と救急出動件数で を めている消防本部があった。
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め の
事例１ 務隊員 １ をあ か め交 要員として して

交 要員を している。

事例 が い者も 員として活動できるよう要件を してい

る。

事例 救急隊を１当務 置として ー ー ンで出動している。

事例 消防隊に救急の有 者を 置し、 な で交 しやすい

環境を っている。

の
事例１ 時、 の 害 との を 出する や、

者が を できる ーを する。

救急出動時における や の 時に する事 を防

するため、 視では となる の を の 全 置で す

る。

事例 員のハン 等の を 部 により実施

員の を に設置した メラで、 や レー

、 等を し、 では しに い を する。

事例 CRM の実施

CRMとは、 Crew Resource Management ク ー ース メ

ント で、 全かつ効率的な のために全ての な 員、

及び を効果的に活 する 置で 業 の の一つである。

間は、 ラーか れ れない というのが CRMの 本的な 方で

あるが、組 チー の ース を有効活 することで、 ラー

の を ることや、 を さ することができる。

のためには、隊 に 、隊員の 意見を することを しない

理的 全 が い環境 りが必要となり、業務に る全ての 間

を として 活 し、 ラーが事 に びつかないようにするこ

とで、より な ー スを実現することを し、A´消防本部では

CRM 実施要 を策 している。この CRM は、消防のあ る業務の推進に

活 できるものとして、現 、現場 防 対策 にも てている。
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例 災害現場 防 対策 CRM

行 ー ン 本の

災害現場 防 に有効となる部隊 ケー ンス の

及び 化を 的として、 当 実施している。

防 ス ッ ン

災害出動時における部隊 ケー ンの事例や実 の災害

出動時の を に、 や の 場になって なとこ や

どうすれ かったか を し い、 の でも重要となった

ントを し い している。

り り

災害出動時の 会を活 し、災害出動 の部隊 ケー ン

等について、 り りを実施する。 り りは、 的な ー ン

など時間をかけて実施することも 切 が、 や の

を するなど に実施するものでも 効果が れる。

め の
事例１ 務隊員 １ をあ か め交 要員として して

交 要員を している。

事例 が い者も 員として活動できるよう要件を してい

る。

事例 救急隊を１当務 置として ー ー ンで出動している。

事例 消防隊に救急の有 者を 置し、 な で交 しやすい

環境を っている。

の
事例１ 時、 の 害 との を 出する や、

者が を できる ーを する。

救急出動時における や の 時に する事 を防

するため、 視では となる の を の 全 置で す

る。

事例 員のハン 等の を 部 により実施

員の を に設置した メラで、 や レー

、 等を し、 では しに い を する。

事例 CRM の実施

CRMとは、 Crew Resource Management ク ー ース メ

ント で、 全かつ効率的な のために全ての な 員、

及び を効果的に活 する 置で 業 の の一つである。

間は、 ラーか れ れない というのが CRMの 本的な 方で

あるが、組 チー の ース を有効活 することで、 ラー

の を ることや、 を さ することができる。

のためには、隊 に 、隊員の 意見を することを しない

理的 全 が い環境 りが必要となり、業務に る全ての 間

を として 活 し、 ラーが事 に びつかないようにするこ

とで、より な ー スを実現することを し、A´消防本部では

CRM 実施要 を策 している。この CRM は、消防のあ る業務の推進に

活 できるものとして、現 、現場 防 対策 にも てている。
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性 の の

等で救急隊を一 間 れていた職員の救急隊 を する取組や、

消防 員が救急隊員として活動しやすい環境整備に る消防本部の取組

を調 、先進的な取組事例をとりまとめた。

救急隊員の活 推進を るため、 救急隊の整備、 動スト

レッチ ーの 、救急 の軽 化の か、 務環境を整備す

るために施設の を行っている。

の を できるように、 事 に 職員を 置している。

の救急隊員が 置されている救急 に 動ストレッチ ーを

備することで、 職員の 活動時にア ー できるかもしれな

い。

職や いう に 職する職員が出ている。 に を で

い を有する救命 が 職したときは ック った。

事例１ 動ストレッチ ーの 、救急 の軽 化

傷病者搬送 ストレッチ ーの や 等の動 を 動で行うこと

ができる 動ストレッチ ー を している。また、救急隊が 行し現

場で活 する ン は L のものが であるが、 の軽 化の

点か 1.1Lのものを している。

事例 職員が活 できる施設の 的な

有 な 方 等の国の 置を活 して、 消防本部 消防 消

防出 の整備を行い、全ての で 消防 員が 務を行うこと

ができるようになっている。

の の ( )
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事例 ス ート ラ の 的な

や 業務により、 間救急業務に 事していなかった救急救命

有 者が、救急隊に する に、 ト の や救急救命 置の

など現場 に う を 消するため、消防本部等が全面的に

ートしている。連絡会 加消防本部(47本部)のう 本部が の取組を

実施しており、 の には、 務 消防 の 消防本部における

消防 員活 推進 事業 を活 し、 見を有する 間 業と連

し、 を行っている消防本部もあった。

事例 体 の 事 の 職員の 置、 面

の視点や意見を職場環境等に するため、 事担当に 職員を

置している。

時、 や のための 務 の 、 を するなどを、

ークラ ランス ートを活 し することで、必要な 置を

ている。

出 を に現場 を した職員に対し ア ン を行い、

を てか 的に 務 置するなど、 の ア ン

を行い職員の を している。

性 の の

等で救急隊を一 間 れていた職員の救急隊 を する取組や、

消防 員が救急隊員として活動しやすい環境整備に る消防本部の取組

を調 、先進的な取組事例をとりまとめた。

救急隊員の活 推進を るため、 救急隊の整備、 動スト

レッチ ーの 、救急 の軽 化の か、 務環境を整備す

るために施設の を行っている。

の を できるように、 事 に 職員を 置している。

の救急隊員が 置されている救急 に 動ストレッチ ーを

備することで、 職員の 活動時にア ー できるかもしれな

い。

職や いう に 職する職員が出ている。 に を で

い を有する救命 が 職したときは ック った。

事例１ 動ストレッチ ーの 、救急 の軽 化

傷病者搬送 ストレッチ ーの や 等の動 を 動で行うこと

ができる 動ストレッチ ー を している。また、救急隊が 行し現

場で活 する ン は L のものが であるが、 の軽 化の

点か 1.1Lのものを している。

事例 職員が活 できる施設の 的な

有 な 方 等の国の 置を活 して、 消防本部 消防 消

防出 の整備を行い、全ての で 消防 員が 務を行うこと

ができるようになっている。

の の ( )
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DXの

救急業務の 場面 出動 時の ン ーと救急隊の 共有、

の 、活動 等の 等 における DXの 事例を調 、先

進的な取組事例をとりまとめた。

救急出動 の 成事務 を の の１ になるような

ス を する 。

傷病者の や の を に送ることができれ 、

傷病者の 交 で、 で することが減り、 ラーが な

なると う。効率的に 時間で搬送先が まってい があ

り、 している。

に１ 、 と消防本部で 例会を し、 する ス

の 状況等を している。

数病 の一 会時の 、 との 状況

等、 が する について、 ア の や

がされていないケースもある。

したDX ー を消防OA ス と 続するには、 ン ーが

なり な がかかるため、DXで ー 化したものを消防OAに

動的に させることが しい。
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事例１ 救急搬送の 速化及び救急業務の効率化を る ス の

119 及び救急隊か の傷病者 について、ア を て

時に 共有し、 速な 体 の に るとともに、救急

現場で した を活動 に できる ス を した。これ

により、病 の 交 数の 減、救急隊の現場 時間及び病

時間の 、救急隊の事務 理負担の軽減を っている。

X の

Y の

DXの

救急業務の 場面 出動 時の ン ーと救急隊の 共有、

の 、活動 等の 等 における DXの 事例を調 、先

進的な取組事例をとりまとめた。

救急出動 の 成事務 を の の１ になるような

ス を する 。

傷病者の や の を に送ることができれ 、

傷病者の 交 で、 で することが減り、 ラーが な

なると う。効率的に 時間で搬送先が まってい があ

り、 している。

に１ 、 と消防本部で 例会を し、 する ス

の 状況等を している。

数病 の一 会時の 、 との 状況

等、 が する について、 ア の や

がされていないケースもある。

したDX ー を消防OA ス と 続するには、 ン ーが

なり な がかかるため、DXで ー 化したものを消防OAに

動的に させることが しい。
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事例 と ア で を共有する ー の

救急隊と がア を て、 ア の傷病者 現場状況、

等 を共有し、救急現場と 現場の連 を行う ー を した。

これにより、救急隊の現場 時間の 、病 の 交 時の

の 化、救急活動の事 の 化 か 救急隊 の傷病者の

状況の い共有 を っている。
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事例 救急業務の効率化を る ス の

救急現場で た を レットや 等の で すると、救

急隊の活動 に 動的に され、これまでは消防 でしか 成

ができなかった活動 や 病 の 出 を、救急の活動現場

等でも 成 することができる。 ス や消防 OA ス 、

ーとの ン ー ェースによる ー 連 を実現し、活動時間

と業務負担軽減を する 組 ス の を している。

本 ス の

搬送先 時の 搬送状況を救急隊員全体で共有

の状況を搬送した隊員が レット し状況を共有

できる。

と搬送 の共有

した傷病者 や を と ア に 共有する

ことができるため、 な れ 備、体 の を とする。

救急 災害

害状況を しト アー の ができ、 の 搬送

状況の見 る化ができる。

備 管理

消 や 備 を管理する により、 等の 管理業務の負担

を軽減できる。

事例 と ア で を共有する ー の

救急隊と がア を て、 ア の傷病者 現場状況、

等 を共有し、救急現場と 現場の連 を行う ー を した。

これにより、救急隊の現場 時間の 、病 の 交 時の

の 化、救急活動の事 の 化 か 救急隊 の傷病者の

状況の い共有 を っている。
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まとめ（今後の方向性）
救急出動件数が増加し、救急出動１件あたりの活動時間が延伸するなど、救急

業務は厳しい状況に置かれている。救急業務の質を維持し、災害等による傷病者

の搬送を適切に行うためには、救急隊員の職務環境の一層の整備が重要となって

いる。

全国の 47 消防本部の実務担当者で構成される連絡会を設置し、アンケート調

査及び対面会議による意見交換を実施することで、救急隊員の効果的な労務管理

の方策等について、消防本部における先進的な取組事例等をとりまとめた。

当該事例等を全国の消防本部に速やかに共有し、現場で懸命に活動している救

急隊員の負担軽減、救急業務の効率化を促すことで、救急隊員の職務環境等の整

備を加速化させる必要がある。

なお、救急隊員が属する消防職員全体の職場環境の整備という視点でも、スト

レスチェックやハラスメント対応等の必要な取組について、引き続き推進するこ

とが重要である。
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救急業 全 に る ー

救急業務に関する取組 については、地域によって が生 て り、「平成

28 年度救急業務のあり方に関する検討会」に いて、 地域のフォローアップ

を行い、救急業務の アップにつな る必要があるとの を けた。この

ことから、平成 29 年度から消防 部をは めとした関 関に向けたアン ー

調査による実 の か、全国の都道府県及び消防 部を として に

よるフォローアップ調査を開 し、３年をかけて全国 47都道府県を一 した。

の で、令和元年度の 検討会に ける を踏まえ、更なる ップとし

て 地域の の について 続した ー が必要であり、また、 消

防 部に ける 進事 を 有することにより、 を するための

施 につながる ン が られ、全国 な救急業務のより一 の アップに

することを目 として、令和２年度から４年をかけて、全国 47 都道府県のフ

ォローアップを実施することとした。

年度の実施に たり、取組内 として の 目を た（図表３－10）。

図表３－10 救急業 に る ー の 年度の取組

まとめ（今後の方向性）
救急出動件数が増加し、救急出動１件あたりの活動時間が延伸するなど、救急

業務は厳しい状況に置かれている。救急業務の質を維持し、災害等による傷病者

の搬送を適切に行うためには、救急隊員の職務環境の一層の整備が重要となって

いる。

全国の 47 消防本部の実務担当者で構成される連絡会を設置し、アンケート調

査及び対面会議による意見交換を実施することで、救急隊員の効果的な労務管理

の方策等について、消防本部における先進的な取組事例等をとりまとめた。

当該事例等を全国の消防本部に速やかに共有し、現場で懸命に活動している救

急隊員の負担軽減、救急業務の効率化を促すことで、救急隊員の職務環境等の整

備を加速化させる必要がある。

なお、救急隊員が属する消防職員全体の職場環境の整備という視点でも、スト

レスチェックやハラスメント対応等の必要な取組について、引き続き推進するこ

とが重要である。
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都道府県（消防防 部 部 ）及び消防本部等を対 としたア

ン ート調査を実施した。

調査 要

調 査 救急救 の 実に関する調査 及び ルコント

ロール 等の実 に関する調査

調査対 47都道府県（消防防 部 、 部 ）

47都道府県 MC 250地域 MC 722消防本部

調査 WEBアン ート

調査 間 令和 年 15 （ 令和 年 ）

100

  

また、今年度は 年度から に る調査 目を一部 し実施した（図

11）。

図表３－11



8584

に る 県 の

都道府県 に消防本部が している と した都道府県は

95.7 （45 ）であった。このう 、 事 の について、 の

決定 と したのは 24.4 （11 ）、 機関（消防機関、 間

救急、 間 ー等）の 担 と したのは 42.2 （19 ）、

の に関する事 と したのは 11.1 （ ）、 にかかる

負担 と したのは 13.3 （６ ）、 の消 や 等 と

したのは 13.3（６ ）、 に関 した の 負担

と したのは 11.1 （ ）、 に る 防 の負担に関する

事 と したのは 8.9 （４ ）、 救急現 で 対 となる

と した の対応 と したのは 17.8 （ ）であった（図

12）。

全ての都道府県において、消防本部が都道府県 に し、

等の に関する が行 ている。引き続き、関 機関と消防本

部が し、 に る消防機関の 等について、必要な を行うことが

ま る。

図表３－12 県 に の （ ）

のよ の の （ ）

24.4

42.2

11.1

13.3

13.3

11.1

8.9

17.8

55.6

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

の (n=11)

機 （ 機 救急 クシ－ ）の 分

(n=19)

の に る (n=5)

に る (n=6)

の (n=6)

に の (n=5)

に る の に る (n=4)

救急 る 合の (n=8)

の (n=25)

る

95.7 (45 )
4.3 (2 )

N=47

都道府県（消防防 部 部 ）及び消防本部等を対 としたア

ン ート調査を実施した。

調査 要

調 査 救急救 の 実に関する調査 及び ルコント

ロール 等の実 に関する調査

調査対 47都道府県（消防防 部 、 部 ）

47都道府県 MC 250地域 MC 722消防本部

調査 WEBアン ート

調査 間 令和 年 15 （ 令和 年 ）

100

  

また、今年度は 年度から に る調査 目を一部 し実施した（図

11）。

図表３－11
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る

54.3 (362 )

45.7 (360 )

る

77.5 (517 )

22.5 (205 )

る

77.9 (563 )

22.1 (160 )

N=723

救急 の ICTの

ス の に

ートフォン レット ート コンの 状況について、

令和４年度は 、 ートフォンを している と した消防本

部は 77.9 （563本部）、 レット を している と した消防

本部は 49.4 （357本部）、 ート コンを している と した消

防本部は 2.6 （19本部）であったのに対し、令和 年度は ートフォ

ンを している と した消防本部は 77.5 （517本部）、 レット

を している と した消防本部は 54.3 （362本部）、 ート

コンを している と した消防本部は 2.1 （14本部）であった（図

13）。

図表３－13 ス の

（ ）

（ ）

（ ）

ス の の の

る

2.1 (14 )

97.9 (708 )

N=722 N=722
N=722

る

49.4 (357 )

50.6 (366 )

る

2.6 (19 )

97.4 (704 )

N=723N=723

ス の の の
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イ の救急 イス ラの

救急 ト については、 29 年４ から各消防本部への を

し、 30年 からは Android に加え、iOS も を している。

令和４年 では 92.3 （671本部）の であったのに対し、令

和 年 では 94.5 （683本部）に増加した（図 14）。

図表３－14 救急 イス ラの

都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県　導入本部数 全消防本部数

道 55 58 　 7 7
　 11 11 　都 15 15
　 12 12 　 26 26
　 11 11 　 24 24
　 13 13 　 3 3
　 12 12 和 15 17
　 10 12 　 3 3
　 24 24 　 9 9
　 12 12 　 13 14
　 11 11 　 13 13
　 27 27 　口 10 12
　 30 31 　 12 13
　 5 5 　 9 9

22 24 　 13 14
新　 15 19 　 12 15
　 6 7 　 17 24
　 9 11 　 5 5
　 6 9 　 9 10
　 6 10 　本 8 12
　 12 13 　分 13 14
　 20 20 　 10 10

静　 14 16 19 20
　 30 34 　 18 18
　 15 15

合　計 671 724

（ ） （ ）

都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県　導入本部数 全消防本部数

道 56 58 　 7 7
　 11 11 　都 15 15
　 12 12 　 26 26
　 11 11 　 24 24
　 13 13 　 3 3
　 12 12 和 16 17
　 11 12 　 3 3
　 24 24 　 9 9
　 12 12 　 13 14
　 11 11 　 13 13
　 27 27 　口 11 12
　 30 31 　 13 13
　 5 5 　 9 9

22 23 　 13 14
新　 16 19 　 12 15
　 6 7 　 21 24
　 9 11 　 5 5
　 6 9 　 9 10
　 6 10 　本 8 12
　 13 13 　分 12 14
　 20 20 　 10 10

静　 15 16 20 20
　 30 34 　 18 18
　 15 15

合　計 723683

る

54.3 (362 )

45.7 (360 )

る

77.5 (517 )

22.5 (205 )

る

77.9 (563 )

22.1 (160 )

N=723

救急 の ICTの

ス の に

ートフォン レット ート コンの 状況について、

令和４年度は 、 ートフォンを している と した消防本

部は 77.9 （563本部）、 レット を している と した消防

本部は 49.4 （357本部）、 ート コンを している と した消

防本部は 2.6 （19本部）であったのに対し、令和 年度は ートフォ

ンを している と した消防本部は 77.5 （517本部）、 レット

を している と した消防本部は 54.3 （362本部）、 ート

コンを している と した消防本部は 2.1 （14本部）であった（図

13）。

図表３－13 ス の

（ ）

（ ）

（ ）

ス の の の

る

2.1 (14 )

97.9 (708 )

N=722 N=722
N=722

る

49.4 (357 )

50.6 (366 )

る

2.6 (19 )

97.4 (704 )
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ス の の の
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み

29.8 (14 )

（

）

6.4 (3 )

12.8 (6 )

51.1 (24 )

N=47

イドライ の 無 組

27年度救急業務のあり に関する の中で、救急 の

に向けた取組について が行 、 要な の一つとして におけ

る救急 の について がな 、この を けて、 にお

ける救急 の の 進について （ 28年 31 け消防救 34

消防庁 、 0331 48 労 通知）を し、各都

道府県の のもと各地域において、実 に応 たルール化に向けた 意

を促した。

ンを策定 の都道府県は、令和４年度と らず

29.8 （14 ）であった（図 15）。

また、策定しない、または予定なし と した は令和４年度は 55.3

（26 ）であったのに対し、令和 年度は 51.1 （24 ）となっており、

地域の実 をよく き取りながら、引き続き ンの策定を

きかけていく必要がある。

図表３－15 イドライ （ 県 ）

（ ） （ ）

み

29.8 (14 )

（

）

6.4 (3 )

8.5 (4 )

55.3 (26 )

N=47
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44.7 (21 )

55.3 (26 )

の の の に る の

令和 年度中に の 及び の の実施に関する の

を行ったのは 44.7 （21 ）であったのに対し、令和４年度中に を行

ったのは 52.4 （22 ）であった（図 16）。

各地域 MC において把握した事 及び を踏まえたう

えで、 の 及び の の実施に関する について、

、 は しがな ることが ま る。

図表３－16 の の の に る の の 無

（ 県 ）

52.4 (22 )

47.6 (20 )

N=47 N=42

３

み

29.8 (14 )

（

）

6.4 (3 )

12.8 (6 )

51.1 (24 )

N=47

イドライ の 無 組

27年度救急業務のあり に関する の中で、救急 の

に向けた取組について が行 、 要な の一つとして におけ

る救急 の について がな 、この を けて、 にお

ける救急 の の 進について （ 28年 31 け消防救 34

消防庁 、 0331 48 労 通知）を し、各都

道府県の のもと各地域において、実 に応 たルール化に向けた 意

を促した。

ンを策定 の都道府県は、令和４年度と らず

29.8 （14 ）であった（図 15）。

また、策定しない、または予定なし と した は令和４年度は 55.3

（26 ）であったのに対し、令和 年度は 51.1 （24 ）となっており、

地域の実 をよく き取りながら、引き続き ンの策定を

きかけていく必要がある。

図表３－15 イドライ （ 県 ）

（ ） （ ）

み

29.8 (14 )

（

）

6.4 (3 )

8.5 (4 )

55.3 (26 )

N=47
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救急救 の る救急 の

全国で、救急救 の を有する救急 は、令和４年度では 31,762

であったのに対し、令和 年度では 32,767 に増加した（図 17）。

図表３－17 救急救 の る救急 の

（ 救急 救 の 救急 救 の よ ）

( 1) とは、 を す。
( 2) とは、 への の を す。
( 3)CPA とは、 機 の 度 に対する 及び を す。

R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5

2,597 2,673 46.6% 48.4% 88.8% 90.0% 46.1% 47.7% 34.8% 37.4% 74.2% 79.6% 74.4% 79.4%

県 534 552 76.6% 77.2% 92.1% 91.3% 74.2% 75.5% 41.8% 48.4% 92.7% 91.1% 86.5% 91.1%

県 457 468 84.7% 85.0% 93.0% 93.8% 84.0% 84.8% 61.5% 63.5% 92.6% 92.7% 92.6% 92.9%

県 493 516 62.3% 59.7% 93.1% 94.0% 62.3% 59.7% 10.3% 21.9% 93.1% 93.2% 93.1% 93.2%

県 431 438 34.1% 32.4% 91.9% 91.1% 34.1% 32.4% 27.6% 27.4% 92.6% 92.2% 92.6% 92.2%

県 333 344 27.6% 27.3% 92.2% 92.4% 27.6% 27.3% 0.0% 0.0% 92.2% 92.4% 92.2% 92.4%

県 567 582 42.3% 41.8% 93.3% 95.4% 41.4% 40.9% 6.7% 7.2% 88.9% 93.1% 88.9% 92.6%

県 1,072 1,085 59.9% 61.7% 91.9% 94.4% 59.5% 61.4% 0.0% 0.0% 90.4% 93.0% 90.4% 93.0%

県 570 589 51.9% 52.0% 89.5% 89.6% 50.7% 51.1% 13.2% 15.3% 88.9% 88.6% 88.9% 83.9%

県 518 521 22.4% 22.1% 77.6% 80.6% 21.2% 21.3% 13.3% 14.4% 74.7% 78.5% 74.7% 78.5%

県 1,333 1,406 57.8% 57.6% 93.3% 93.0% 57.8% 57.6% 49.4% 49.8% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9%

県 1,246 1,315 53.1% 51.6% 93.0% 94.1% 52.9% 50.4% 21.0% 23.0% 92.5% 93.4% 92.6% 93.4%

2,142 2,180 25.6% 25.8% 90.6% 92.5% 25.4% 25.6% 10.8% 9.2% 76.0% 84.2% 76.0% 84.2%

県 1,638 1,699 38.6% 37.7% 93.5% 93.5% 37.2% 37.3% 30.5% 33.5% 93.3% 93.1% 93.2% 93.1%

県 721 764 15.3% 13.6% 96.1% 96.1% 15.3% 13.6% 2.8% 2.6% 97.1% 96.1% 97.1% 93.1%

県 269 274 66.2% 66.1% 87.0% 90.1% 65.1% 65.0% 0.0% 0.0% 85.9% 88.7% 85.9% 88.7%

県 357 362 41.2% 35.4% 74.2% 76.5% 41.2% 35.4% 0.0% 0.0% 74.2% 76.5% 74.2% 76.5%

県 254 257 81.5% 73.9% 98.0% 98.1% 81.5% 73.9% 24.8% 25.7% 98.0% 98.4% 98.0% 98.4%

県 288 291 48.6% 46.0% 94.4% 90.4% 48.6% 46.0% 35.8% 33.7% 92.4% 90.4% 94.4% 90.4%

県 711 749 77.9% 73.0% 93.0% 95.2% 76.4% 72.9% 15.0% 25.0% 92.4% 92.3% 92.4% 92.3%

県 667 677 44.8% 45.1% 85.2% 86.9% 43.6% 43.9% 19.2% 21.0% 65.7% 68.8% 65.7% 68.8%

県 796 815 62.8% 61.1% 94.2% 94.7% 62.1% 60.4% 50.1% 50.3% 89.3% 89.1% 89.3% 89.1%

県 1,632 1,648 25.9% 26.8% 81.6% 82.5% 25.9% 26.8% 1.5% 1.7% 75.5% 76.4% 75.5% 74.9%

県 592 604 30.2% 31.0% 92.6% 91.7% 29.9% 31.0% 18.1% 19.0% 92.1% 93.2% 92.1% 93.2%

県 364 367 40.4% 40.6% 89.8% 92.9% 40.1% 40.6% 0.0% 0.0% 87.4% 89.4% 87.4% 89.4%

539 570 65.3% 61.4% 93.7% 92.1% 65.3% 61.4% 3.0% 11.2% 93.1% 91.6% 93.1% 91.6%

大 1,615 1,776 71.0% 64.3% 91.4% 85.3% 70.2% 63.9% 51.1% 49.9% 87.9% 82.7% 87.9% 84.2%

県 1,303 1,334 58.4% 58.1% 86.7% 86.7% 58.0% 58.1% 47.4% 49.6% 86.2% 85.9% 86.2% 85.9%

県 328 333 37.8% 40.8% 93.3% 93.7% 37.8% 40.8% 20.7% 21.9% 92.7% 93.7% 92.7% 93.7%

県 343 340 82.5% 79.1% 82.5% 81.5% 77.6% 75.3% 0.0% 0.0% 81.6% 81.2% 82.2% 81.2%

県 197 210 84.8% 81.9% 95.4% 93.3% 84.8% 81.9% 7.1% 15.2% 95.4% 93.3% 95.4% 93.3%

県 271 276 55.4% 54.7% 96.7% 96.4% 55.4% 54.7% 51.3% 50.7% 94.8% 94.6% 94.8% 94.6%

県 516 534 70.9% 72.1% 92.8% 92.9% 70.7% 72.1% 43.6% 46.4% 89.1% 88.6% 89.1% 88.6%

県 743 746 33.0% 33.0% 88.8% 90.3% 33.0% 32.8% 27.5% 28.2% 88.7% 89.9% 88.8% 89.9%

県 398 409 59.0% 59.4% 97.0% 94.9% 58.8% 59.4% 8.5% 21.8% 95.2% 93.6% 95.2% 93.6%

県 235 240 80.0% 77.1% 94.9% 95.0% 80.0% 77.1% 60.4% 62.9% 95.7% 95.0% 95.7% 95.0%

県 286 285 78.7% 78.9% 87.8% 90.5% 73.4% 58.9% 61.9% 63.2% 82.9% 85.6% 82.9% 85.6%

県 389 401 78.1% 77.6% 93.8% 94.5% 77.9% 76.6% 67.6% 71.3% 92.8% 94.3% 92.8% 94.3%

県 320 336 90.9% 91.4% 97.2% 97.9% 90.3% 91.4% 4.7% 4.8% 97.2% 97.9% 97.2% 97.9%

県 851 854 41.4% 42.9% 88.5% 91.5% 36.8% 39.3% 1.3% 0.0% 85.0% 86.7% 85.0% 86.7%

県 232 235 28.0% 29.4% 93.1% 94.9% 28.0% 29.4% 6.9% 7.7% 89.7% 86.4% 89.7% 86.4%

県 372 369 63.2% 64.2% 89.2% 92.4% 60.5% 63.1% 0.8% 0.0% 87.9% 91.6% 87.9% 92.1%

県 468 482 50.9% 54.6% 93.6% 94.2% 48.5% 54.1% 0.0% 0.0% 91.7% 92.9% 91.7% 92.9%

大分県 356 378 44.7% 46.6% 95.2% 94.4% 43.8% 43.4% 36.2% 40.7% 94.9% 93.7% 94.9% 93.7%

県 259 262 50.2% 48.5% 95.0% 96.6% 48.6% 48.5% 0.0% 0.0% 91.1% 93.5% 91.1% 93.5%

県 640 644 60.2% 61.3% 92.7% 94.7% 60.2% 61.3% 40.2% 45.0% 91.1% 94.3% 91.1% 94.3%

県 519 577 44.7% 46.4% 96.5% 94.6% 44.5% 41.6% 10.4% 12.1% 90.4% 89.1% 90.4% 89.1%

合 31,762 32,767 50.3% 49.9% 90.8% 91.2% 49.6% 49.1% 23.8% 25.7% 86.8% 88.0% 86.7% 87.9%

（ ）
合

ドウ
（ ）

合
（ ）

合

県

救急救

（ ） （ ）
合

（ ド ）

合

合
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救 の

救 を 定している は している都道府県 MC は、令和４年

度からは 100 （47都道府県 MC ）となっている。

また、 救 定 等の の は、令和４年度では 2,955 であった

のに対し、令和 年度では 3,301 に増加した（図 18）。

図表３－18 救 の （ 県 MC ）

救 定 等の （ 知県を く）については、令和４年度及び令和 年度の 救急救 の
実に関する調査 及び ルコントロール 等の実 に関する調査 における都道府県 MC
に いている。

２ 知県については、 定 は 等が なるが、 救 と 様の を たしている救 の （各年４
現在の現在 ）を別 調査し、 上している。

令和４年 月１日現 令和５年 月１日現

No. 都道府県名
指導救命士

認定者等の数（人）
指導救命士

認定者等の数（人）

1 道 33 52

2 県 50 58

3 県 38 50

4 県 33 46

5 県 40 49

6 県 36 38

7 県 55 66

8 県 121 147

9 県 59 61

10 県 57 67

11 県 176 219

12 県 133 155

13 都 3 3

14 県 132 140

15 新 県 45 57

16 県 8 14

17 県 40 49

18 県 33 42

19 県 42 45

20 県 54 61

21 県 75 92

22 静 県 60 70

23 県 119 100

24 県 87 104

25 県 39 41

26 都 府 55 63

27 府 150 160

28 県 127 132

29 県 37 38

30 和 県 60 59

31 県 31 34

32 県 39 44

33 県 39 45

34 県 76 60

35 口 県 68 77

36 県 23 27

37 県 29 35

38 県 71 75

39 県 42 48

40 県 140 141

41 県 42 44

42 県 34 42

43 本 県 116 124

44 分 県 59 63

45 県 17 21

46 県 60 63

47 県 72 80

合計 都道府県　2, 55人 都道府県　 , 01人

救急救 の る救急 の

全国で、救急救 の を有する救急 は、令和４年度では 31,762

であったのに対し、令和 年度では 32,767 に増加した（図 17）。

図表３－17 救急救 の る救急 の

（ 救急 救 の 救急 救 の よ ）

( 1) とは、 を す。
( 2) とは、 への の を す。
( 3)CPA とは、 機 の 度 に対する 及び を す。

R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5

2,597 2,673 46.6% 48.4% 88.8% 90.0% 46.1% 47.7% 34.8% 37.4% 74.2% 79.6% 74.4% 79.4%

県 534 552 76.6% 77.2% 92.1% 91.3% 74.2% 75.5% 41.8% 48.4% 92.7% 91.1% 86.5% 91.1%

県 457 468 84.7% 85.0% 93.0% 93.8% 84.0% 84.8% 61.5% 63.5% 92.6% 92.7% 92.6% 92.9%

県 493 516 62.3% 59.7% 93.1% 94.0% 62.3% 59.7% 10.3% 21.9% 93.1% 93.2% 93.1% 93.2%

県 431 438 34.1% 32.4% 91.9% 91.1% 34.1% 32.4% 27.6% 27.4% 92.6% 92.2% 92.6% 92.2%

県 333 344 27.6% 27.3% 92.2% 92.4% 27.6% 27.3% 0.0% 0.0% 92.2% 92.4% 92.2% 92.4%

県 567 582 42.3% 41.8% 93.3% 95.4% 41.4% 40.9% 6.7% 7.2% 88.9% 93.1% 88.9% 92.6%

県 1,072 1,085 59.9% 61.7% 91.9% 94.4% 59.5% 61.4% 0.0% 0.0% 90.4% 93.0% 90.4% 93.0%

県 570 589 51.9% 52.0% 89.5% 89.6% 50.7% 51.1% 13.2% 15.3% 88.9% 88.6% 88.9% 83.9%

県 518 521 22.4% 22.1% 77.6% 80.6% 21.2% 21.3% 13.3% 14.4% 74.7% 78.5% 74.7% 78.5%

県 1,333 1,406 57.8% 57.6% 93.3% 93.0% 57.8% 57.6% 49.4% 49.8% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9%

県 1,246 1,315 53.1% 51.6% 93.0% 94.1% 52.9% 50.4% 21.0% 23.0% 92.5% 93.4% 92.6% 93.4%

2,142 2,180 25.6% 25.8% 90.6% 92.5% 25.4% 25.6% 10.8% 9.2% 76.0% 84.2% 76.0% 84.2%

県 1,638 1,699 38.6% 37.7% 93.5% 93.5% 37.2% 37.3% 30.5% 33.5% 93.3% 93.1% 93.2% 93.1%

県 721 764 15.3% 13.6% 96.1% 96.1% 15.3% 13.6% 2.8% 2.6% 97.1% 96.1% 97.1% 93.1%

県 269 274 66.2% 66.1% 87.0% 90.1% 65.1% 65.0% 0.0% 0.0% 85.9% 88.7% 85.9% 88.7%

県 357 362 41.2% 35.4% 74.2% 76.5% 41.2% 35.4% 0.0% 0.0% 74.2% 76.5% 74.2% 76.5%

県 254 257 81.5% 73.9% 98.0% 98.1% 81.5% 73.9% 24.8% 25.7% 98.0% 98.4% 98.0% 98.4%

県 288 291 48.6% 46.0% 94.4% 90.4% 48.6% 46.0% 35.8% 33.7% 92.4% 90.4% 94.4% 90.4%

県 711 749 77.9% 73.0% 93.0% 95.2% 76.4% 72.9% 15.0% 25.0% 92.4% 92.3% 92.4% 92.3%

県 667 677 44.8% 45.1% 85.2% 86.9% 43.6% 43.9% 19.2% 21.0% 65.7% 68.8% 65.7% 68.8%

県 796 815 62.8% 61.1% 94.2% 94.7% 62.1% 60.4% 50.1% 50.3% 89.3% 89.1% 89.3% 89.1%

県 1,632 1,648 25.9% 26.8% 81.6% 82.5% 25.9% 26.8% 1.5% 1.7% 75.5% 76.4% 75.5% 74.9%

県 592 604 30.2% 31.0% 92.6% 91.7% 29.9% 31.0% 18.1% 19.0% 92.1% 93.2% 92.1% 93.2%

県 364 367 40.4% 40.6% 89.8% 92.9% 40.1% 40.6% 0.0% 0.0% 87.4% 89.4% 87.4% 89.4%

539 570 65.3% 61.4% 93.7% 92.1% 65.3% 61.4% 3.0% 11.2% 93.1% 91.6% 93.1% 91.6%

大 1,615 1,776 71.0% 64.3% 91.4% 85.3% 70.2% 63.9% 51.1% 49.9% 87.9% 82.7% 87.9% 84.2%

県 1,303 1,334 58.4% 58.1% 86.7% 86.7% 58.0% 58.1% 47.4% 49.6% 86.2% 85.9% 86.2% 85.9%

県 328 333 37.8% 40.8% 93.3% 93.7% 37.8% 40.8% 20.7% 21.9% 92.7% 93.7% 92.7% 93.7%

県 343 340 82.5% 79.1% 82.5% 81.5% 77.6% 75.3% 0.0% 0.0% 81.6% 81.2% 82.2% 81.2%

県 197 210 84.8% 81.9% 95.4% 93.3% 84.8% 81.9% 7.1% 15.2% 95.4% 93.3% 95.4% 93.3%

県 271 276 55.4% 54.7% 96.7% 96.4% 55.4% 54.7% 51.3% 50.7% 94.8% 94.6% 94.8% 94.6%

県 516 534 70.9% 72.1% 92.8% 92.9% 70.7% 72.1% 43.6% 46.4% 89.1% 88.6% 89.1% 88.6%

県 743 746 33.0% 33.0% 88.8% 90.3% 33.0% 32.8% 27.5% 28.2% 88.7% 89.9% 88.8% 89.9%

県 398 409 59.0% 59.4% 97.0% 94.9% 58.8% 59.4% 8.5% 21.8% 95.2% 93.6% 95.2% 93.6%

県 235 240 80.0% 77.1% 94.9% 95.0% 80.0% 77.1% 60.4% 62.9% 95.7% 95.0% 95.7% 95.0%

県 286 285 78.7% 78.9% 87.8% 90.5% 73.4% 58.9% 61.9% 63.2% 82.9% 85.6% 82.9% 85.6%

県 389 401 78.1% 77.6% 93.8% 94.5% 77.9% 76.6% 67.6% 71.3% 92.8% 94.3% 92.8% 94.3%

県 320 336 90.9% 91.4% 97.2% 97.9% 90.3% 91.4% 4.7% 4.8% 97.2% 97.9% 97.2% 97.9%

県 851 854 41.4% 42.9% 88.5% 91.5% 36.8% 39.3% 1.3% 0.0% 85.0% 86.7% 85.0% 86.7%

県 232 235 28.0% 29.4% 93.1% 94.9% 28.0% 29.4% 6.9% 7.7% 89.7% 86.4% 89.7% 86.4%

県 372 369 63.2% 64.2% 89.2% 92.4% 60.5% 63.1% 0.8% 0.0% 87.9% 91.6% 87.9% 92.1%

県 468 482 50.9% 54.6% 93.6% 94.2% 48.5% 54.1% 0.0% 0.0% 91.7% 92.9% 91.7% 92.9%

大分県 356 378 44.7% 46.6% 95.2% 94.4% 43.8% 43.4% 36.2% 40.7% 94.9% 93.7% 94.9% 93.7%

県 259 262 50.2% 48.5% 95.0% 96.6% 48.6% 48.5% 0.0% 0.0% 91.1% 93.5% 91.1% 93.5%

県 640 644 60.2% 61.3% 92.7% 94.7% 60.2% 61.3% 40.2% 45.0% 91.1% 94.3% 91.1% 94.3%

県 519 577 44.7% 46.4% 96.5% 94.6% 44.5% 41.6% 10.4% 12.1% 90.4% 89.1% 90.4% 89.1%

合 31,762 32,767 50.3% 49.9% 90.8% 91.2% 49.6% 49.1% 23.8% 25.7% 86.8% 88.0% 86.7% 87.9%

（ ）
合

ドウ
（ ）

合
（ ）

合

県

救急救

（ ） （ ）
合

（ ド ）

合

合
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る

87.2 (41 )

る

6.4 (3 )

る

6.4 (3 )

の

28年度救急業務のあり に関する の中で、 事 （

関 ）に対する 的な取組について し、 の を踏まえて、

救急における消防機関と関 機関の について （ 28年 12 26

け消防救 189 消防庁救急 通知）を各都道府県 に した。

救急 の 機 の

都道府県に けら ている 救急 調 等（

域 の 部 を含む。） に、消防機関が している都道府県は、令和

４年度は 85.1 （40 ）であったのに対し、令和 年度は 87.2 （41

）であった（図 19）。

図表３－19 救急 の 機 の

（ 県 ）

                     

                  

る

85.1 (40 )
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る

66.0 (31 )

る

6.4 (3 )

る

27.7 (13 )

N=47

イ の の の に る の

の

の 及び の の実施に関する 策定に際し、

が している は、令和４年度と らず 66.0 （31 ）であった

（図 20）。

図表３－20 の の の に る の

の （ 県 ）

                    

                                   

る

66.0 (31 )

る

4.3 (2 )

る

29.8 (14 )

（ ） （ ）

N=47

る

87.2 (41 )

る

6.4 (3 )

る

6.4 (3 )

の

28年度救急業務のあり に関する の中で、 事 （

関 ）に対する 的な取組について し、 の を踏まえて、

救急における消防機関と関 機関の について （ 28年 12 26

け消防救 189 消防庁救急 通知）を各都道府県 に した。

救急 の 機 の

都道府県に けら ている 救急 調 等（

域 の 部 を含む。） に、消防機関が している都道府県は、令和

４年度は 85.1 （40 ）であったのに対し、令和 年度は 87.2 （41

）であった（図 19）。

図表３－19 救急 の 機 の

（ 県 ）
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備 る

82.3 (594 )

備

17.7 (128 )

N=722

に救急 の

機 に る 型イ ル の の の

に

消防機関における ンフル ン 対策のた の業務継続 の策定

について （ 20年 12 22 け消防救 257 消防庁救急 通

知）を し、 に対応するた の 防 対策 の

を促しているが、 状況について している と した消防本部が

令和４年度は 79.4 （574 本部）であったのに対し、令和 年度は 82.3

（594本部）であった（図 21）。

コロナ ル の 等に い、救急需要が増加し、

防 の が増加したた 、 防 の に が ずる

消防機関も したことから、必要な を できるよう、あらか

状況を把握し、 に実施することが ま る。

図表３－21 の備 に （ ）

（ ） （ ）

備 る

79.4 (574 )

備

20.6 (149 )

N=723
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防 の について、令和 年度では 防 （上 ） と

した消防本部が 94.3 （560本部）、 防 （ ） と した消

防本部が 94.1 （559本部）、 全 つな の 防 と した消防

本部が 64.5 （383本部）、 N95 と した消防本部が 94.9 （564

本部）、 サー ル と した消防本部が 87.7 （521本部）、

防 と した消防本部が 91.1 （541本部）、 ーグル はフ

ール と した消防本部が 70.9 （421本部）、 ー ー

と した消防本部が 63.6 （378本部）、 アー ー と した消防

本部が 18.5 （110本部）、消 ール と した消防本部が 67.2

（399本部）、 ナトリ と した消防本部が 45.1 （268本

部）であった（図 22）。

図表３－22 備 る に （ ）
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N=722

に救急 の

機 に る 型イ ル の の の

に

消防機関における ンフル ン 対策のた の業務継続 の策定

について （ 20年 12 22 け消防救 257 消防庁救急 通

知）を し、 に対応するた の 防 対策 の

を促しているが、 状況について している と した消防本部が

令和４年度は 79.4 （574 本部）であったのに対し、令和 年度は 82.3

（594本部）であった（図 21）。

コロナ ル の 等に い、救急需要が増加し、

防 の が増加したた 、 防 の に が ずる

消防機関も したことから、必要な を できるよう、あらか

状況を把握し、 に実施することが ま る。

図表３－21 の備 に （ ）

（ ） （ ）

備 る

79.4 (574 )

備

20.6 (149 )

N=723
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（ ）

イ に に る の 機 に る 組の

に

令和 年度救急業務のあり に関する の中で、 国 対

応について し、 の を踏まえて、 国 に に対応するた

の消防機関における取組の 進について （令和２年 27 け消防救

82 消防庁救急 通知）を し、各消防本部における取組を 進

している。

と 国 での なコ ー ンを図るた の取組について

実施している と した消防本部が令和４年度は 92.1 （666本部）で

あったのに対し、令和 年度は 95.2 （687本部）であった。 国

の対応が な 機関については、把握している と した消防本部が

令和４年度は 23.5 （170 本部）であったのに対し、令和 年度は 23.4

（169 本部）であった。 国 を る 機関の を取りまと

たリ トについては している と した消防本部が令和４年度は

5.8 （42 本部）であったのに対し、令和 年度は 6.1 （44 本部）であっ

た（図 23）。

国 との なコ ー ンを図るた の取組は と ど

の消防本部で行 ているが、 国 の対応が な 機関等の把

握状況については と言えないことが たことから、地域の実 を

踏まえながら、必要な取組を行うことが ま る。

図表３－23 に に る の 組に （ ）

の シ 図る の 組 る

（ ）

している

92.1％(666本部)

してい い

7.9％(57本部)

N=723

している

95.2％(687本部)

してい い

4.8％(35本部)

N=722
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（ ）

（ ）

る

23.5 (170 )

76.5 (553 )

る

5.8 (42 )

る

57.5 (416 )

36.7 (265 )

る

23.4 (169 )

76.6 (553 )

N=722

る

6.1 (44 )

る

56.0 (404 )

38.0 (274 )

N=722

の 機 る

る 機 の ス る

（ ）

（ ）

N=723

N=723

（ ）

イ に に る の 機 に る 組の

に

令和 年度救急業務のあり に関する の中で、 国 対

応について し、 の を踏まえて、 国 に に対応するた

の消防機関における取組の 進について （令和２年 27 け消防救

82 消防庁救急 通知）を し、各消防本部における取組を 進

している。

と 国 での なコ ー ンを図るた の取組について

実施している と した消防本部が令和４年度は 92.1 （666本部）で

あったのに対し、令和 年度は 95.2 （687本部）であった。 国

の対応が な 機関については、把握している と した消防本部が

令和４年度は 23.5 （170 本部）であったのに対し、令和 年度は 23.4

（169 本部）であった。 国 を る 機関の を取りまと

たリ トについては している と した消防本部が令和４年度は

5.8 （42 本部）であったのに対し、令和 年度は 6.1 （44 本部）であっ

た（図 23）。

国 との なコ ー ンを図るた の取組は と ど

の消防本部で行 ているが、 国 の対応が な 機関等の把

握状況については と言えないことが たことから、地域の実 を

踏まえながら、必要な取組を行うことが ま る。

図表３－23 に に る の 組に （ ）

の シ 図る の 組 る

（ ）

している

92.1％(666本部)

してい い

7.9％(57本部)

N=723

している

95.2％(687本部)

してい い

4.8％(35本部)

N=722
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34.3

6.2

39.8

1.9

30.3

 0%  10%  20%  30%  40%  50%

ル に る(n=248)

の る(n=45)

県の の の に る

に る(n=287)

に る(n=14)

る の (n=219)

ウ 救急 に る に

の 等を図るた の 中、 の の に る

対策に関する 本 （ 30年 105 ）の施行等を に、関

から消防庁に対して 言がな たことを け、令和 年度救急業務のあ

り に関する の中で、救急 における について し、

の を踏まえて、 救急 における 等について （令和２年

27 け消防救 83 消防庁救急 通知）（以 令和２年

27 通知 という。）を した。

令和 年度は、 を った に対する 目について、プロト

コル等に定 ら ている と した消防本部が 34.3 （248本部）、 消防

本部の 要 等で定 ら ている と した消防本部が 6.2 （45本部）、

各都道府県の の 及び の実施に関する に定 ら

ている と した本部が 39.8 （287本部）、上 以 に定 ら ている

と した消防本部が 1.9 （14本部）、 に定 ら ているものはない

と した消防本部が 30.3 （219本部）であった。

また、救急 への の に関する の機 について、

各救急 における と した消防本部が 80.1 （578 本部）、

消防本部における と した消防本部が 33.1 （239本部）、 県

地域 ルコントロール 等における 等 と した消防本部

が 26.2 （189本部）、 事 のフ ー ッ と した消防本部が

45.6 （329本部）、 と した消防本部が 55.1 （398本部）、

救急救 の 実 等 と した消防本部が 36.1 （261本部）、

部 等の と した消防本部が 9.6 （69本部）、 上 のいず も

実施してない と した消防本部が 0.6 （4 本部）であった（図

24）。

こ らの から、 が る に対する 等について、

消防庁から た令和２年 27 通知を 考に、より くの消防本

部で取り組むことが ま る。

図表３－24 に る に （ ）

に る （ ）
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救急 の の に る に のよ 機

る （３ ）

中を った に対する 目について、プロトコル等に定 ら

ている と した消防本部が 42.4 （306本部）、 消防本部の 要

等で定 ら ている と した消防本部が 7.2 （52本部）、 各都道府県

の の 及び の実施に関する に定 ら ている と

した消防本部が 37.3 （269本部）、 上 以 に定 ら ている と

した消防本部が 4.4 （32本部）、 定 ら ているものはない と

した消防本部が 24.1 （174本部）であった。

また、救急 への の に関する の機 について、 各

救急 における と した消防本部が 80.5 （581本部）、 消防

本部における と した消防本部が 33.8 （244本部）、 県 地域

ルコントロール 等における 等 と した消防本部が

31.2 （225 本部）、 事 のフ ー ッ と した消防本部が

41.3 （298本部）、 と した消防本部が 55.3 （399本部）、

救急救 の 実 等 と した消防本部が 33.4 （241本部）、

部 等の と した消防本部が 12.3 （89本部）、 上 のいず も

実施していない と した消防本部が 0.4 （ 本部）であった（図

25）。

こ らの から、 中が る に対する 等について、

消防庁から た令和２年 27 通知を 考に、より くの消防本

部で取り組むことが ま る。
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の る(n=45)

県の の の に る

に る(n=287)

に る(n=14)

る の (n=219)

ウ 救急 に る に

の 等を図るた の 中、 の の に る

対策に関する 本 （ 30年 105 ）の施行等を に、関

から消防庁に対して 言がな たことを け、令和 年度救急業務のあ

り に関する の中で、救急 における について し、

の を踏まえて、 救急 における 等について （令和２年

27 け消防救 83 消防庁救急 通知）（以 令和２年

27 通知 という。）を した。

令和 年度は、 を った に対する 目について、プロト

コル等に定 ら ている と した消防本部が 34.3 （248本部）、 消防

本部の 要 等で定 ら ている と した消防本部が 6.2 （45本部）、

各都道府県の の 及び の実施に関する に定 ら

ている と した本部が 39.8 （287本部）、上 以 に定 ら ている

と した消防本部が 1.9 （14本部）、 に定 ら ているものはない

と した消防本部が 30.3 （219本部）であった。

また、救急 への の に関する の機 について、

各救急 における と した消防本部が 80.1 （578 本部）、

消防本部における と した消防本部が 33.1 （239本部）、 県

地域 ルコントロール 等における 等 と した消防本部

が 26.2 （189本部）、 事 のフ ー ッ と した消防本部が

45.6 （329本部）、 と した消防本部が 55.1 （398本部）、

救急救 の 実 等 と した消防本部が 36.1 （261本部）、

部 等の と した消防本部が 9.6 （69本部）、 上 のいず も

実施してない と した消防本部が 0.6 （4 本部）であった（図

24）。

こ らの から、 が る に対する 等について、

消防庁から た令和２年 27 通知を 考に、より くの消防本

部で取り組むことが ま る。

図表３－24 に る に （ ）

に る （ ）
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図表３－25 に る に （ ）
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る

40.2 (291 )

る

15.9 (115 )

43.8 (317 )

（ ） （ ）

119 救急 に る 急 の の に

令和 年度救急業務のあり に関する の中で、 急度 定の

の 進を目的として、 ル地域における実施 の上、 急度 定の

及び 引 の 等を行った。 の上で、この 引 を有 に

しながら、 急度 定の の 進に るよう、 119 通 及び救急

現 における 急度 定の の 進について （令和２年 27 け消

防救 84 消防庁救急 通知）を した。

令和４年度は、119 通 に 急度 定を 実施している と した

消防本部は 40.2 （291本部）であったのに対し、令和 年度は 52.9 （382

本部）、 実施 が、実施を している と した消防本部が令和４年

度は 15.9 （115本部）であったのに対し、令和 年度は 10.1 （73本部）、

実施であり、実施を していない と した消防本部が令和４年度

は 43.8 （317本部）であったのに対し、令和 年度は 37.0 （267本部）

であった。また、救急現 で 急度 定を 実施している と した消防

本部は 65.4 （472本部）であった（図 26）。

急度 定を実施している消防本部は、119 通 では 53 、救急現

では 65 にとどまっていることから、消防庁から た 急度

定の 及び 引 も有 に し、より くの消防本部で が進

むことが ま る。

図表３－26 119 救急 の 急 の に （ ）
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る
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（ ） （ ）

救急 の 急

の に 救急 に る の に

30年度救急業務のあり に関する の中で、高齢 からの救

急要 が増加する中、救急 が の 等から の中 を ら

る事 が ていることについて し、 の を踏まえて、 30

年度救急業務のあり に関する の意 に った救急現 におけ

る の実施に関する 部 について （令和 年 11

け消防救 205 消防庁救急 通知）を した。

の意 に った救急現 における の実施に関する取組につ

いて、 は 状 であるが、 等の関 から 本 が

を でいないとの意 を た について、 らかの対応

を 定 ている と した消防本部が令和４年度は 70.1 （507本部）で

あったのに対し、令和 年度は 69.8 （504本部）であった。

令和 年度に 定 ている と した 504本部のう 、定 ている

として 等から 本 の を する意 が えら た

、 からの など一定の のもとに、 を実施しない、

は中 することができる と した消防本部が 58.1 （293本部）であっ

た（図 27）。

こ らの から、令和 年度の 部 の 等を 考として、各地

域における が一層進むことが ま る。また、消防庁には、各地域の取

組状況を踏まえつつ、引き続き事 の や知 の を進 ていくことが

ま る。
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救急 に る ル ル の る に

令和２年度救急業務のあり に関する の中で、 ン ン

ルコントロール、事 及び に関する現状の課題と解決策

びに ルコントロール に る PDCA の取組等を し、 の

を踏まえて、救急業務における ルコントロール の なる 実

化について （令和 年 26 け消防救 97 消防庁救急 通

知）（以 令和 年 26 通知 という。）を した。

令和４年度は、令和 年 26 通知において したように、 ル

コントロール の PDCAのた の を 定している と した地

域 MC は 5.6 （14 ）、 は 定していないが、救急 に関す

る 等の や は行っている と した地域 MC は 55.2

（138 ）、 は 定しておらず、救急 に関する 等の

や も行っていない と した地域 MC は 39.2 （98 ）であ

ったのに対し、令和 年度は、 ルコントロール の PDCAのた の

を 定している と した地域 MC は 6.0 （15 ）、

は 定していないが、救急 に関する 等の や は行

っている と した地域 MC は 56.0 （140 ）、 は 定して

おらず、救急 に関する 等の や も行っていない と

した地域 MC は 38.0 （95 ）であった。

令和４年度、事 に き必要に応 て救急 プロトコルの

しを行っている と した地域 MC は 60.8 （152 ）、 し

は行っていない と した地域 MC は 39.2 （98 ）であったの

に対し、令和 年度は、 しを行っている と した地域 MC は

66.0 （165 ）、 しは行っていない と した地域 MC は

34.0 （85 ）であった（図 28）。
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都道府県単位で実施して

いる

27.7％(13団体)

一部自治体で実施し

ている

12.8％(6団体)♯7119以外の電話番号で

電話相談を実施している

17.0％(8団体)

実施予定

0.0％(0団

体)

実施に向けて検討中

（検討見込み）

8.5％(4団体)

実施の是非について検

討中（検討見込み）

25.5％(12団体)

♯7119以外の電話番号で

電話相談の実施を検討して

いる

0.0％(0団体)

実施予定はない

8.5％(4団体)

令和５年度（令和５年８月１日現在）令和４年度（令和４年８月１日現在）

都道府県単位で

実施している

31.9％(15団体)

♯7119以外の電話番

号で電話相談を実施

している

10.6％(5団体)

実施予定

8.5％(4団体)

実施に向けて検討中

6.4％(3団体)

実施の是非について検討中

（検討見込み）

25.5％(12団体)

実施予定はない

4.3％(2団体)

キ 救急安心センター事業（♯7119）の全国展開に向けた取組について

令和２年度に開催した、「♯7119 の全国展開に向けた検討部会」及び「令

和２年度救急業務のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、「救急安心

センター事業（♯7119）の全国展開に向けた取組について」（令和３年３月 26

日付け消防救第 94号消防庁救急企画室長通知）を発出した。

♯7119を実施している地域は、フォローアップ実施前の平成 28年の 11団

体から 11団体増加し、令和５年８月１日時点で 22地域である。

令和５年度は、「都道府県単位で実施している」と回答した団体は、都道府

県消防防災主管部局及び衛生主管部局ともに 31.9％（15団体）、「一部自治体

で実施している」と回答した団体は 14.9％（７団体）で令和４年度と比較し、

いずれも増加している。これらの団体によってカバーされる人口は、全国民

（約１億 2,614万人）の内、50.1％（約 6,321万人）となる（令和２年国勢

調査を元に算出）。

「実施予定はない」と回答した団体は、都道府県消防防災主管部局が 4.3％

（２団体）、都道府県衛生主管部局が 10.6％（５団体）であった（図表３－

29）。

♯7119の全国展開を目指すためには、管内に未実施地域を有する都道府県

を中心に引き続き働きかけを行い、♯7119の更なる推進に取り組む必要があ

る。

図表３－29 ♯7119の検討状況（都道府県回答）

消防防災主管部局回答

19都道府県で実施

N=47N=47

22都道府県で実施

一部自治体で実施している

12.8％(7団体)
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の

個別訪問は以 の進 で行った。

消防庁と都道府県で し、各消防本部における救急業務の取組状況を把

握する。

把握する として、個別訪問 調査 の を各訪問 消防本部へ

し、 を ることにより状況を把握する（図 30）。

図表３－30 （ ）

（ 29年度 令和 年度）実施した 都道府県フォローアップ

との や個別訪問 調査 の から かる取組状況、要 した

（課題及び の対応策）を した上で、都道府県消防防 部 と

消防庁が共 で消防本部を訪問する。

なお、都道府県 部 の にも 行を し、 との が必要な課

題の共有を図る（図 31）。

○○県 消防本部名 消防本部名 消防本部名

令和４年度調査結果又は令和４年
救急救助の現況に用いた数値

○○消防局 △△消防本部 □□消防本部

123,214,261人
（令和２年国勢調査）

1,000,000人 500,000人 250,000人 200,000人

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 × 〇 〇

〇 〇 〇 ×

スマートフォン導入状況563本部
(77 .9％)

タブレット導入状況357本部（49.4％）
導入済み 導入済み 導入済み 導入済み

○ ○ ○ ×

― ― ― 〇

14団体（29.8％） 未策定 み

8.4% 11.0% 10.0% 12.0% 14.0%

5,328 50 20 15 10
5,301 47 19 14 10

99.5% 94.0% 95.0% 93.3% 100.0%

4,964 48 19 14 10

93.2% 96.0% 95.0% 93.3% 100.0%

31,762 300 140 70 60

15,977 160 70 40 35
50.3% 53.3% 50.0% 57.1% 58.3%

7,575 80 60 10 7

23.8% 26.7% 42.9% 14.3% 11.7%

28,827 270 130 65 50

90.8% 90.0% 92.9% 92.9% 83.3%

27,554 250 120 60 50

86.8% 83.3% 85.7% 85.7% 83.3%

27,535 260 125 55 55

86.7% 86.7% 89.3% 78.6% 91.7%

20 12 4 3

25 13 5 3

25 13 5 3

救　急　隊　数

救急救命士
資格認定状況

※２

救　命　士　総　数

※
資格者の割合は、
救急隊員のうち
の救命士数を分母
とし計算している。

気 管 挿 管

ビ デ オ 喉 頭 鏡

ア ド レ ナ リ ン 投 与

ブ ド ウ 糖 投 与

Ｃ Ｐ Ａ 前 静 脈 確 保

指導救命士
認定状況
※２

Ｍ Ｃ 別 認 定 数

研 修 修 了 者

認 定 者

都道府県連携協議会を通じ、移送体制・救急搬送体制の役割分担
について協議をしているか。

新型コロナウイルス感染症の５類以降後に関して、救急業務にお
いて何らかの課題があるか。

新型コロナウイルス感染症の５類移行後に関して、通常時やひっ迫時
等に受入れる医療機関（協力医療機関）であったり、都道府県の入院
調整本部やMC等で搬送支援が策定され共有されているか。

感染症
1

（一部☆）

全 国

令和４年度調査結果及び
令和４年救急救助の現況数値

ICTの
導入状況

スマートフォン・タブレット導入状況

ＩＣＴ未導入の場合、導入予定はあるか

《時点》
※１ 令和３年中
※２ 令和４年４月１日
最新の情報があれば更新可能（令和４年４月１日以外の場合、時点を記入）

人口（消防本部は管轄人口を入力して下さい。）

3
転院搬送
関連

転院搬送ガイドライン策定

転院搬送割合※１

2 ＩＣＴを活用した救急業務を行っているか

救 命 士 運 用 隊

4

47都道府県
2,955人

常 時 運 用 隊

5

救急救命士
運用状況
※２

協議をしている場合、協定を締結しているか。
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図表３－31 の イ 図

都道府県消防防 部 及び 部 の担 から、 課題等に関

する取組状況を 取するとともに、各消防本部に対するフォローアップ を

した 、消防庁が となって消防本部を訪問。令和 年度は、14府県 41

消防本部を訪問（図 32）。

   

図表３－32
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○ ○ ○ ×

― ― ― 〇

14団体（29.8％） 未策定 み

8.4% 11.0% 10.0% 12.0% 14.0%
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Ｃ Ｐ Ａ 前 静 脈 確 保
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《時点》
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※２ 令和４年４月１日
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人口（消防本部は管轄人口を入力して下さい。）

3
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4
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協議をしている場合、協定を締結しているか。
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救急 に る 組 に

WEB システム 急 （ ）の （ 県

）

県 地 消防本部では、 コロナ ル により応急

の が 、応急 の 及 が に実施できない状

況となった。

の解決策として、WEB による を実施し、 の

及び有 について した（図 33）。

また、WEB による を けた に対して、 の有

についてアン ートを行うとともに、消防 の負担軽減についても

を行った（図 34）。

  

  【 】

     は、 を として し、 間は 1 間 度。

また、 が要 する応急 があ 、 て を行う。

は、 の する とし、 での も

とする（ 100 ）。

【 】

12 （ 192 ） 令和４年 令和 年 の実

、中 、 、有 ー

【 】

は 。

は 500 の ット トルを し、 を して

の実 を行った。

にアン ート調査を実施し、 の 度調査を行った。

の 行はなし（救 コー と 等の取 で、 通救 へ

の がかりとして ）。

図表３－33 WEB システム の の
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【 効果】
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【 】
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図表３－33 WEB システム の の
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（ ル ）

（ モ ）

イ 機 の の に 県の 組

（i） （ 県）

高知県では、救急 の増加に って が増加し、

ー な に をもたらしていること、また、 等による

部の２ 救急 機関の機 により、高知 への救急 が 中する

など消防本部 への 間 の増加等の課題があった。

こ らを解決するた 、高知県は県 全ての救急 と２ 救急

機関とがリアル で できるよう こう ット を

し、 27年４ から 、 機 の を している（図

35）。

図表３－35 救急

【 】

機関は、応需 ( き状況や な 目等)を定 的に

しており、応需 ーで 状況をリアル で把握 。

こ により、救急 から４ 以上 要 に要した が、

の 3.6%（H26）から 0.8%（H29）へ減 した。

また、 ル ー ーを して、 ー 化した を へ

することで、 決定までの 間 にもつながっている。
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（ の ）

）

（救急 の ）

【 】
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の様 がリアル で 機関と共有 になり、 機関にお

ける 状や の 度の把握につながった。

また、救急 の も共有 となったことで、 機関が の
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の 3.6%（H26）から 0.8%（H29）へ減 した。
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することで、 決定までの 間 にもつながっている。
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（ii）クラウド統合型救急支援システム（大分県）

県では 25 年から 中の の 等を 加 機関へ

する を していた。また、 28年以降には

を の に できる 12 図 を するな

ど、救急 と 機関での 共有の高度化 化を図ってきたが、現

状では以 のような課題があった。

救急現 等で 対応中の の が に把握できないた 、

ー リ等への引き しなど、 に 間取る。

救急 と の となる 機関との間においては、 による

対 の通 が一 的で、 の関 間がリアル に 共有

する がないた 、 定の で 間取る。

この課題を踏まえて、こ までの に、救急 に た GPS

で各救急 の 等が把握できる高 を して

ベー に 行するとともに、令和４年度に GPS ル IP

機を 加 機関に し、 に 等の を共有できる を

化した（図 36）。

図表３－36 クラウド統合型救急支援システムの仕組み

【GPS付モバイル IP無線機配備による効果】

GPS機 により、救急 、現 の 及び ー リ間で、 やかな

の引き しが になり、 の 化を図ることができる。

救急現 から る の や、 の となる 機関の

状況等が関 間でリアル に共有できるようになったた 、

な の 定ができる。

から救急 へ な の が になる。

救急 の な により が に を で

きる。

本 では、個別訪問 において、県が となって取り組 でいる消防本部と 機関と

の 共有の高度化に向けた取組を し、消防本部の実務担 を た 等を

に取りまと た、消防本部が となって取り組む 救急業務における DXの 進 につい

ては、P.77に している。
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救急業務の全国的なレベルアップには、事業の実施を通知で促すことにとどま
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で各救急 の 等が把握できる高 を して

ベー に 行するとともに、令和４年度に GPS ル IP

機を 加 機関に し、 に 等の を共有できる を
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４

令和元年度、日本循環器学会 り、救急業務において心臓病が れる傷病者

に対する 体観 、12 誘導心電図を測定することが ましい対象、メディカル

コントロール体制等について 案され、 令和元年度救急業務のあり に関する

検討会 において検討を行い、 本 へ通知を した（図表４－ ）。

令和４年度、日本循環器学会及び日本臨床救急医学会 り、救急業務において

に 12 誘導心電図の測定ができる場合の、 の測定の対象 、留意事項等

について、 の の り 、具体的に救急現場の実情に して整理した

のとして、 に対して 案がなされた。

技術的 について、 本 へ 知するにあたり本年度検討会の 題の

つとして を行った。

図表４－ 等

令和元年度、日本循環器学会 り、救急業務において心臓病が れる傷病者

に対する 体観 、12 誘導心電図を測定することが ましい対象、メディカル

コントロール体制等について 案され、 令和元年度救急業務のあり に関する

検討会 において検討を行い、 本 へ通知を した。

検討

救急業務のあり に関する検討会で２回（ ２回（12 日）、 回（２

20日）） 題として た。
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② 検討結果

ア 12誘導心電図の測定プロトコル

これまで運用を行ってきた救急現場からの課題について、日本循環器学会

及び日本臨床救急医学会の合同委員会において整理され、今回、対象者に該

当する者の具体化、プロトコルの流れが新たに示されている（図表４－２）。

救急隊員が傷病者に対して適時適切な活動を行うための医学的観点を踏ま

えた技術的変更であり、地域の実情に応じてプロトコル改定等を検討された

い。

なお、令和元年度通知のとおり、救急業務への導入は、救急隊が 12誘導心

電図の測定に要する時間と救急現場から搬送先医療機関までの距離・搬送所

要時間、地域における心臓病治療・受入れ体制の整備状況、12誘導心電計及

び伝送装置の導入に係るコスト等とのバランスを勘案して検討すべきである。

イ 基本的な留意事項等
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② 検討結果
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